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南
宋
財
政
に
お
け
る
曾
子
の
品
搭
牧
支

草

野

h青

は

じ

め

に

一

支

遺

分

数

1

官

吏

俸

2

兵

俸

3

給
降
和
羅
本
銭

二

収

納

分

数

-

租

賦

及
び
諸
色
官
銭

2

務

場

入

納

三
枚
支
雨
分
数
の
関
係

お

わ

り

に
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じ

め

金
主
海
陵
王
の
南
冠
に
備
え
て
兵
力
を
強
化
し
た
南
宋
政
府
は
、
財
政
通
貨
の
需
要
に
迫
ら
れ
て
紙
幣
護
行
の
方
針
を
定
め
、

紹
興
三

O
年

(
一
一
六
O
)
に
臨
安
市
中
の
豪
商
達
が
護
行
し
て
い
た
寄
附
先
便
銭
曾
子
を
官
告
に
移
し
、
翌
=
二
年
か
ら
行
在
曾
子
を
護
行
し
て
畿
旬
雨

漸
及
び
准
南
・
湖
北
・
京
西
路
で
行
使
さ
ぜ
た
。
こ
の
曾
子
は
銅
銭
を
本
銭
と
す
る
免
換
券
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
行
在
諸
司
諸
軍
の
官
吏
賂

兵
の
給
輿
に
曾
子
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
紹
興
三
一
年
二
月
に
は
免
換
場
と
し
て
臨
安
市
中
に
舎
子
務
六
所
が
置
か
れ
、
准
南
の
軍
費



先
換
券
瑳
行
の
狙
い
は
、

へ
の
曾
子
の
支
出
が
増
え
た
隆
輿
二
年
三

二
ハ
四
)
正
月
に
は
建

康

府

に

舎

子

務

が

置

か

れ

て

い

る

。

回

流

す

る

紙
幣
の
免
換
請
求
に
贋
じ
る
た
め
に
常
時
必
要
と
さ
れ
る
本
銭
の
量
は
紙
幣
の
全
流
通
量
に
比
べ
て
遥
か
に
少
な
い
と
い
う
関
係
を
利
用
し
て

少
な
い
銅
銭
で
よ
り
多
く
の
紙
幣
を
運
用
し
、
賞
面
の
軍
需
を
充
た
す
こ
と
に
あ
っ
た
。

し
か
し
戦
争
は
党
換
準
備
を
超
え
る
紙
幣
の
増
設
を
招
い
た
。
紙
幣
の
流
通
が
悪
化
し
て
財
政
が
崩
壊
す
る
の
を
怖
れ
た
政
府
は
、
和
議
成

立
後
の
乾
道
元
年
(
一
一
六
五
)
か
ら
経
費
の
節
減
に
努
め
、
准
南
軍
需
地
帯
を
鍛
銭
と
鎮
銭
を
本
銭
と
す
る
紙
幣
交
子
の
行
使
地
と
し
て
雨

漏
削
の
曾
子
護
行
額
を
抑
制
す
る
政
策
を
と
り
、
更
に
二
年
十
一
月
か
ら
は
朝
廷
の
蓄
財
を
放
出
し
て
曾
子
を
回
牧
し、

一
一
挙
に
こ
れ
を
贋
絶
し

ょ
う
と
し
た
が
、
果
さ
な
か
戸
た
。
乾
道
四
年
五
月
再
び
新
印
の
曾
子
が
護
行
さ
れ
た
。
た
だ
し
こ
の
曾
子
は
前
日
の
舎
子
と
違
っ
て
銅
銭
に

免
換
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

免
換
を
停
止
さ
れ
た
紙
幣
が
な
お
能
く
額
面
の
債
格
を
保

っ
て
市
中
に
流
通
し
た
所
以
は
、
政
府
機
関
が
、

見
銭
と
同
様
に
、
こ
の
紙
幣
を

ひ
と

額
面
の
債
格
に
従
っ
て
受
納
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

「夫
れ
舎
子
は
数
寸
の
紙
に
、
過
、
ぎ
ず
。
而
も
乃
ち
泉
貨
と
権
を
埼
し
く
す
る
は
、
此
れ
他

な
し
。
官
司
が
見
銭
と
な
し
て
入
納
す
る
を
許
し
、
而
う
し
て
市
井
に
免
便
す
る
者
梢
衆
け
れ
ば
な
り
」
と
い
う
時
人
の
言
葉
は
、
こ
れ
を
指

摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
政
府
は
紙
幣
を
護
行
す
る
と
、
官
庫
に
お
け
る
見
銭
の
牧
支
整
方
の
各
項
目
に
就
い
て
、
官
民
が
使
用
し
得
る
紙
幣
の

分
率
を
定
め
た
則
例
を
設
け
、
こ
の
則
例
に
従
っ
て
銭
・
銀
と
曾
子
と
を
併
用
さ
せ
た
。
分
率
を
も
っ
て
銭

・
銀

・
曾
子
を
併
用
す
る
こ
と
を

品
搭
と
い
い
、
分
率
は
分
数
・
搭
分
な
ど
と
い
っ
た
。
品
に
は
率
の
漕
味
が
あ
る
。
本
稿
は
南
宋
の
財
政
牧
支
に
お
い
て
こ
の
禽
子
の
品
搭
が

具
世
的
に
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
考
察
の
範
園
は
、

Fhu 
n汐

一一
降
、
行
在
曾
子
の
品
搭
制
度
が
安
定
す
る
淳
照

年
閉
ま
で
と
す
る
。

支

包金調4

1昆

分

数
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先
ず
支
出
面
に
お
け
る
品
搭
か
ら
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
分
数
則
例
は
舎
子
が
不
換
券
と
化
し
た
乾
遁
四
年
五
月
以
降
の
も
の
に
限
ら
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ず
、
そ
れ
以
前
の
も
の
も
併
示
し
て
参
考
に
供
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
則
例
の
考
謹
の
あ
と
を
逐
一
原
典
を
引
用
し
て
明
示
す
る
の
は
煩
雑

に
す
ぎ
る
の
で
、
こ
の
手
緩
き
は
省
く
こ
と
に
す
る
。

1 

官

吏

俸

官
吏
俸
の
支
遣
分
数
に
闘
す
る
史
料
は
甚
だ
乏
し
く
、
分
数
値
の
明
ら
か
な
も
の
は
僅
か
に
二
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
行
在
曾
子
護
行
の
始

め
に
行
在
諸
司
百
官
の
俸
給
は
銀

・
舎
六
四
分
品
搭
支
遣
と
定
め
、
そ
の
後
乾
遁
九
年
正
月
に
レ
た
っ
て
諸
路
の
監
司

・
州

・
鯨
・
鎮
・
案
の

あ
ら
ゆ
る
官
吏
の
俸
給
を
す
べ
て
銭

・
曾
中
半
支
遣
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
中
間
の
推
移
に
就
い
て
は
所
俸
が
な
く
、
乾
遁
四
年

七
年
二
月
に
禽
子
庫
が
罷
め
ら
れ
官
吏
軍
兵
の
俸
給
に
銭
銀
が
培
支
さ
れ
た
こ

と
が
俸
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

三
月
新
曾
子
護
行
決
定
後
に
品
搭
支
遣
が
再
開
さ
れ
た
こ
と
、

表
1 

官
吏
俸
支
遺
分
数

乾紹
道輿

九七四三

年年年年

正二 三 三

月月月月

年

月

西一一

六一

一
一
六
八

一
一
七
一

一
一
七
三

- 96ー

暦

一
行
在
諸
司
百
官
。
以
十
分
信
用
率
。
六
分
折
銀
。
四
分
舎
子
。

一
諸
軍
諸
司
。
皆
分
数
支
曾
子。

一
罷
禽
子
庫
。
侃
賜
戸
部
内
蔵
南
庫
絹
銭
二
百
高
・
銀
九
十
寓
雨
。
以
増
給
官
・
兵
之
奉
。

一
監
司
守
臣
弁
州
鯨
鋲
築
。
賂
懸
子
官
吏
俸
給
。
並
以
銭
・
舎
中
山
守
支
遣
。

言己

事

摘

要

註

建
炎
以
来
繋
年
要
録
巻

一
八
九
紹
興
一
一
一
一
年
三
月
甲
午
二
一
日
僚
、
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
・
甲
集
巻
一
六
東
南
舎
子
、
宋
史
巻
三
四
家
宗
紀
・
乾
道
七

年
二
月
庚
申
一
五
日
係
、
慶
元
係
法
事
類
宅
三
O
財
用
門
・
銭
曾
中
学

・
乾
道
九
年
正
月
一
十
九
日
殺
、
に
擦
る
。

乾
道
七
年
二
月
の
都
茶
場
曾
子
庫
の
贋
止
は
、
こ
の
こ
ろ
曾
子
の
弊
筈
池
説
く
者
多
く
、
廟
堂
の
通
貨
政
策
が
動
揺
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
但
し
腰
止
の
期
開
は
短
く
、
間
も
な
く
復
置
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。



九
年
正
丸
一
一
一
〉
十
九
日
教
に
よ
る
銭
曾
中
宇
制
の
施
行
に
は
、
中
央
政
府
の
強
力
な
指
導
監
察
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
敷
文
で
は
本
州
軍
の
糧

審
院
が
、
毎
月
、
文
歴
内
に
官
吏
俸
と
し
て
支
遣
さ
る
べ
き
見
銭
及
び
曾
子
の
敷
目
を
明
記
し
、
こ
れ
に
従
っ
て
所
属
の
庫
分
よ
り
支
給
さ

せ
、
本
路
の
監
司
が
こ
れ
を
黙
検
し
て
支
出
さ
れ
た
銭
・
舎
の
数
日
を
文
歴
に
記
し
戸
部
に
申
報
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
た
が
、
三
月
二

十
四
日
に
は
、
戸
部
よ
り
、
指
揮
に
従
っ
て
断
東
・
漸
西
・
江
東
路
の
諸
州
軍
に
委
官
を
差
遣
し
、
官
吏
の
俸
給
を
貼
検
し
て
、

毎
月
、
折
支

銭
舎
文
歴
を
戸
部
に
申
報
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
が
、
雨
新
路
の
温
・
台
・
明
・
鹿
州
卒
江
府
及
び
江
東
路
の
諸
州
軍
よ
り
は
未
だ
に
文
歴
が
提

出
さ
れ
な
い
と
上
言
し
、
こ
れ
ら
府
州
軍
の
「
黙
検
曾
子
官
」
に
謝
し
て
、
各
々
指
揮
に
従
っ
て
芹
急
に
文
歴
を
申
報
せ
よ
、
と
り
あ
え
ず
文

歴
の
申
報
が
遅
れ
た
事
情
を
具
瞳
的
に
記
し
て
尚
書
省
に
上
申
せ
よ
、
と
い
う
詔
が
降
さ
れ
て
い
る
。
九
月
十
九
日
に
は
、
台
州
の
被
災
向
民

の
賑
慣
に
就
い
て
「
見
差
在
本
州
措
置
曾
子
官
・
監
登
聞
鼓
院
欧
延
年
」
と
本
州
の
守
臣
と
が
共
同
し
て
措
置
せ
よ
と
詔
が
降
さ
れ
て
い
る
。

衛
州
の
守
臣
な
ら
び
に
本
路
の
監
司
が
「
曾
子
を
措
置
し
て
文
歴
を
申
綴
す
る
(
措
置
曾

子
申
級
文
歴
)
」
の
が
他
州
よ
り
遅
延
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
提
刑
使
趨
彦
端
が
雨
官
を
降
さ
れ
て
い
る
。
中
山
T

制
施
行
後
一
年
以
上
に
わ
た
っ

て
毎
月
の
官
吏
俸
の
支
遣
に
就
い
て
戸
部
の
監
察
指
導
が
績
け
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
銭
曾
中
牢
制
が
容
易
に
は
徹
底
し
な
か

っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
理
由
は
、
一
つ
に
は
恐
ら
く
官
吏
自
身
が
舎
子
で
俸
給
を
受
け
る
の
を
嫌
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た

一
つ
に

翌
淳
照
元
年
(
一
一
七
四
)
正
月
庚
子
十
二
日
に
は
、

- 97ー

は
曾
子
の
流
通
が
地
域
的
に
偏
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
上
記
の
州
軍
の
う
ち
、
温
・
台
・
慮
州
は
「
不
通
水
路
州
軍
」
(
後
述
参
照
)
で
あ

る
。
両
漸
江
東
の
諸
州
軍
に
涯
遣
さ
れ
た
委
官
が
、
始
め
は
黙
検
曾
子
官
と
呼
ば
れ
後
に
は
措
置
禽
子
官
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
、
見
通
せ
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
措
置
曾
子
官
は
恐
ら
く
俸
給
の
支
遣
に
必
要
な
曾
子
を
調
達
す
る
職
責
も
捲
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
な
け
れ

ば
、
現
地
に
曾
子
が
無
い
と
い
う
理
由
を
奉
げ
て
官
吏
が
見
鎮
の
み
で
俸
給
を
受
け
る
の
を
防
止
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

2 

丘ハ

俸

293 

0
3
 

三
街
及
び
浩
江
諸
軍
の
将
兵
の
給
輿
の
支
遣
分
数
の
推
移
は
別
表
の
如
く
で
あ
る
。
分
数
値
の
明
ら
か
な
も
の
は
二
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
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表

2年

月

三
街
沿
江
諸
軍
俸
支
遺
分
数

西

紹
興
=
二
年
三
月

乾

道

二

年

三

月
二
月

三

年

七

月

四

年

三

月

七

年

二
月

八

年

二

月

紹
照
三
年

一
一
中
ハ
一

一一

六
六

一
一
ム
ハ
六

一
一
六
七

一
一
六
八

一一

七一

一
一
七
二

九 暦

要

摘

行
在
諸
軍
。
所
有
月
支
券
食
等
銭
。
五
分
折
銀
。

分

見
縮
。
二
分
曾
子
。

准
東
諸
軍
俸
へ
の
品
搭
始
ま
る
。

官
司
並
以
銭
銀
支
退
。
三
街
全
支
銀
銭
。

三
街
終
兵
へ
の
口問
搭
復
活
。

諸
軍
諸
司
皆
以
分
敷
支
曾
子
。

罷
品目子
庫
。
の
賜
戸
部
内
蔵
南
庫
絹
銭
二
百
世
間

・
銀
九
十
蔦
雨
。
以
檎
給
官

・
丘(之
奉
。

諸
軍
。
街
官
七
人
例
以
上
。

二
分
銭

・
三
分
銀

・
五
分
舎
子
。
五
人
例
以
下
。

三
分
銭
・
四
分
銀

・
三
分
曾
子。

軍
兵
折
姿
餐
銭
全
支
見
銭
。

使
臣
折
亦
賃
料
銭
・
統
制
軍
佐
供
給
分
数
依
沓。

屯
成
官
兵
怨
旬
支
迫
。

己
有
立
定
銭
銀
曾
子
分
数
。
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建
炎
以
来
繋
年
要
録
巻
一

八
九
紹
興
=
二
年
三
月
甲
午
一
一
一
日
係
、
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
・
甲
集
巻

一
六
東
南
禽
子
、

向
上
及
び
宋
史
容
三
三
孝
宗
紀

・
乾
道
二
年
一
一
月
己
酉
九
回
線
、
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
・
甲
集
巻

一
六
東
南
曾
子
、
向
上
、
宋
史
巻
三
四
孝
宗
紀

・
乾
道
七
年
二
月
庚
申
一
五
日
係、

宋
史
各
一
九
四
兵
志
・
康
給
之
制
、
楊
蔦
里

・
誠
粛
集
径
七

O
乞
罷
江
南
州
軍
鍛
銭
舎
子
奏
議
、
に
嬢
る
。

註

行
在
禽
子
護
行
の
始
め
に
行
在
諸
軍
の
給
輿
(
券
食
銭
)
は
五
分
銀

・
三
分
銭

・
二
分
曾
子
の

品
搭
支
遣
と
定
め
、

ら
、
沿
江
大
軍
の
給
興
も
舎
子
の
品
搭
が
始
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
同
年
十
一
月
か
ら
曾
子
の
回
牧
が
始
め
ら
れ
て
品
擦
が
停
止
さ
れ
た
。

降
っ
て
乾
遁
二
年
三
月
か

し
か
し
曾
子
を
腰
絶
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
三
年
六
月
お
よ
そ
五
百
寓
貫
を
残
し
て
回
牧
は
停
止
さ
れ
、

七
月
己
亥
四
日
存
留
曾
子
の
三
街
賂

七
年
二
月
、

兵
俸
へ
の
品
搭
支
給
が
再
開
さ
れ
た
。
翌
四
年
三
月
に
は
新
曾
子
護
行
の
方
針
も
決
ま
り
、

諸
軍
諸
司
へ

の
分
数
支
遣
が
復
活
す
る
。
そ
し
て

一
時
禽
子
庫
を
罷
め
内
蔵
南
庫
の
蓄
財
を
放
出
し
て
官
・
兵
の
俸
に
銭
銀
を
増
支
す
る
と
い
う
政
策
の
饗
更
が
あ

っ
て
の
ち
、
翌

八
年
二
月
か
ら
「
毎
月
の
晶
夕
食
は
銭
・
銀
を
増
支
し
て
曾
子
を
滅
落
す
る
」
と
い
う
方
針
を
具
鐙
化
し
て
、

街
官
七
人
例
以
上
は
銭
二
分

・
銀

三
分
・
舎
子
五
分
、
街
官
五
人
例
以
下
は
三
分
銭
・
四
分
銀
・

曾
子
三
分
と
い
う
分
数
則
例
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。



乾
遁
二
年
三
月
か
ら
沼
江
諸
軍
俸
へ
の
曾
子
の
品
搭
が
始
ま
っ
た
と
い
う
の
は
、
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
甲
集
巻
一

六
東
南
舎
子
に
、
こ
の
年

の
こ
と
と
し
て
「
時
に
曾
子
初
め
て
行
な
わ
れ
軍
中
多
く
以
て
不
便
と
鋳
す
。
鎮
江
都
統
制
郭
振
、
総
領
趨
公
稽
と
隙
有
り
。

奏
し
て
乞
う
、

A
リ
，

か
な
ら

『
見
絹
に
易
え
て
本
軍
に
付
せ
ら
れ
ぶ
と
。
上
以
て
輔
臣
に
識
す
。
洪
丞
相
日
く
、

『椿
幣
は
在
慮
に
行
な
う
可
し
。
た

x
須
ず
本
銭
の
稿

提
す
る
を
得
れ
ば
乃
ち
可
な
り
』
と
。
遂
に
命
じ
て
之
れ
を
准
東
に
行
な
う
」
と
記
し
、
こ
れ
に
三
月
辛
亥
八
日
と
註
記
す
る
の
に
擦
る
。

「其
の
諸
軍
起
瑳
等
の
銭
も
並
び

行
在
禽
子
は
紹
興
三
十
一
年
七
月
乙
未
二
十
四
日
の
詔
で
初
め
て
准
漸
湖
北
京
西
路
州
軍
に
行
使
さ
れ
、

に
曾
子
を
以
て
品
搭
し
て
支
給
せ
よ
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
曾
子
が
乾
道
二
年
三
月
ま
で
、
沿
江
諸
軍
俸
に
支
遣
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う

の
は
理
に
合
わ
ぬ
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
宋
禽
要
輯
稿
・
職
官
五
七
俸
旅
・
隆
輿
元
年
三
二
ハ
三
)
十
月
二
十
一
日
僚
に
は

「詔
す
。
見

今
軍
人
出
成
す
。
其
の
数
用
の
軍
兵
の
食

・
料
銭
及
び
五
人
街
官
以
上
は
、
並
び
に
見
銭
を
支
給
せ
よ
。

饗
轄
し
て
減
折
す
る
に
致
る
を
菟
れ

ん
」
と
見
え
て
い
る
。
ま
た
洪
丞
相
遣
は
紹
興
三
十
二
年
四
月
か
ら
隆
輿
二
年
二
月
ま
で
総
領
准
東
財
賦
軍
馬
銭
糧
の
任
に
あ
っ
た
の
で
あ
る

- 99ー

が
、
同
人
の
盤
洲
文
集
巻
四
二
成
兵
請
給
騒
磨
阻
滞
剖
子
に
は
、
銀
江
諸
軍
出
成
の
際
は
従
来
都
統
司
が
出
成
地
の
遠
近
と
人
数
と
に
よ

っ
て

預
め
総
領
所
よ
り
二
ヶ
月
も
し
く
は
三
ヶ
月
分
の
銭
米
の
支
給
を
受
け
る
の
が
慣
例
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、

一
節
に
「
月
額
米
・

折
褒
銭
弁

い
ち

ど

び
に
新
添
銭
米
の
存
留
し
て
老
小
に
養
贈
す
る
を
除
く
の
外
、

其
の
預
勘
の
銀
子
及
び
公
擦
は
、
出
軍
の
日
に
鎖
江
に
就
き
て
一
頓
に
支
請

し
、
鋳
物
に
繁
轄
し
て
路
費
を
置
掛
し
、
及
び
分
留
し
て
家
を
贈
く
る
に
係
わ
り
、

其
の
二
分
の
見
銭
及
び
日
食
米
は
、
即
ち
軍
前
に
就
き
て

逐
旬
支
請
す
。
云
々
」
と
記
し
て
お
り
、

や
は
り
禽
子
は
支
給
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
こ
の
割
子
の
前
に
牧
録
さ
れ
る
「
舎
計
軍
儲
訓
子
」

「
海
州
に
は
米
四
蔦
六
百
石
有
り
。
軍
食
一
年
を
給
す
可
し
。
銭
・
銀
・

曾
子
五
寓
貫
料
七
百
石
有
り
。
一

月
を
支
す
可
し
」
な
ど
と

見
え
て
い
て
、
軍
費
に
禽
子
が
支
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
恐
ら
く
曾
子
は
商
替
の
煩
第
と
損
失
と
を
案
じ
て
、

隆
興
二
年
十

二
月
の
和
議
成
立
ま
で
は
丘
ハ
俸
に
は
支
給
さ
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
兵
俸
以
外
の
軍
費
に
支
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
ま
、
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し
か
し
乾
道
元
年
の
戸
部
の
歳
計
は
三
百
高
貫
が
不
足
し
、
十
二
月
に
は
舎
子
一

百
寓
貫
を
増
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
翌
二
年
に

は
ま
た
二
百
高
貫
が
増
印
さ
れ
て
レ
る
。
そ
し
て
二
月
壬
辰
十
八
日
、
戸
部
よ
り
毎
月
の
官
・
兵
の
俸
料
の
見
銭
分
数
を
減
ら
し
て
毎
月
二
十
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市
内
貫
の
見
銭
を
節
約
し
よ
う
と
い
う
案
が
出
さ
れ
る
が
、
兵
士
の
動
揺
を
恐
れ
て
取
り
止
め
に
な
っ
て
い
る
。
沿
江
諸
軍
俸
へ
の
舎
子
の
品
搭

、甘
H
，

は
こ
の
見
銭
の
不
足
に
封
慮
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

A
4
 

乾
道
八
年
二
月
制
定
の
分
政
則
例
に
い
う
「
街
官
七
人
例
」
「
五
人
例
」
は
兵
士
の
給
興
の
等
級
を
示
す
呼
稀
で
あ
る
。
兵
士
の
給
興
は

「
券

銭
」
と
い
い
、
「
街
官
券
」
を
も
っ
て
支
給
さ
れ
、
最
高
の
街
官
十
二
人
例
以
下
、
十
人
例
、
七
人
例
、
五
人
例
、
三
人
例
の
五
等
が
あ
り
、

馬
軍
放
用
は
五
人
例
に
、
歩
軍
放
用
は
三
人
例
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
給
輿
額
は
十
二
人
例
が
日
支

一
貫
六
百
文
、
十
人
例
が
一
貫
二

4
3・

百
、
七
人
例
が
八
百
、
五
人
例
が
六
百
六
十
六
文
、
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
や
街
官
の
貫
態
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
宋
史
巻
一
七
二
職
官
・
奉

総
制
・
給
券
を
見
る
と
、
高
級
武
官
の
出
使
の
際
は
賓
幕

・
軍
将

・
随
身
・
牙
官
等
を
随
行
さ
せ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
の
牙

官
一
人
に
劃
す
る
一
日
の
給
輿
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
三
人
分
・
五
人
分
・
七
人
分
と
給
輿
額
を
定
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

十
二
人
例
を
超
え
る
と
将
校
に
な
る
。
宋
曾
要
輯
稿

・
職
官
五
七
俸
旅
・
乾
遁
九
年
六
月
十
二
日
僚
の
詔
に
「
使
臣
元
請
七
人
例
以
上
弁
び

A
句
，

，れ
い

に
将
校
都
虞
候
請
給
の
人
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
、
ま
た
同
書

・
丘
二
五
時
正
・
乾
道
三
年
四
月
二
十
六
日
僚
に
、
鯖
正
の
北
軍
弁
び
に
忠
義

-100-

の
人
に
劃
し
て
口
食
米
を
増
支
せ
よ
と
聖
旨
を
う
け
た
建
康
都
統
制
劉
源
が
、
こ
れ
ら
鯖
正
の
軍
民
の
中
に
は
己
に
官
資
高
く
請
給
優
厚
な
も

一
律
に
添
支
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
と
し
て
「
今
相
度
す
。
見
に
統
領
賂
佐
に
充
た
る
も
の
弁
び
に

街
官
十
二
人
及
び
七

(
街
字
)

十
・
七
人
例
の
券
銭
を
請
う
も
の
計
六
十
二
人
は
、
更
に
増
給
せ
ず
、
街
官
五
人
券
銭
己
下
弁
び
に
数
用
の
軍
兵
計
七
百
四
十
人
は、

等
第
量

の
が
い
て
、

増
せ
よ
」
と
措
置
し
た
と
記
す
の
は
、
こ
の
閥
係
を
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
乾
道
八
年
二
月
の
分
散
則
例
は
、
兵
士
の
給
輿
を
街
官
七
人
例

以
上
と
五
人
例
以
下
と
の
二
居
に
分
ち
、
銭
・
銀
・
曾
子
の
品
搭
分
歓
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
下
級
兵
士
に
銭
銀
を
増
支
し
禽
子
を
滅
支
し

て
い
る
の
は
、

曾
子
の
額
面
債
格

(
官
給
債
格
〉
と
市
債
と
の
差
額
よ
り
生
ず
る
損
失

(境
鱒
滅
折
)
が
少
な
く
て
済
む
よ
う
に
優
遇
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

統
制
・
統
領
・
正
勝
・
副
終
・
準
備
絡
な
ど
の
将
校
は
、
一
般
の
官
僚
と
同
じ
く
料
銭
文
歴
が
輿
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
官
階
に
臆
じ
て
俸
銭

が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
俸
銭
の
外
に
、
そ
の
職
責
に
劃
す
る
「
供
給
銭
」
と
し
て
、
統
制
に
月
額
一
五

O
貫
、
以
下
遁
滅
し
て
準
備
絡
に



A
H
d守

月
額
三

O
貫
が
興
え
ら
れ
て
い
た
。

A
W
 

な
お
こ
の
則
例
は
基
本
原
則
で
あ
っ
て
、
銭
銀
の
分
敷
は
曾
子
の
流
通
朕
況
を
見
て
増
減
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
将
兵

怯
俸
給
の
外
に
定
例
・
臨
時
の
稿
賞
が
あ
り
、
こ
れ
に
も
多
額
の
曾
子
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
今
は
燭
れ
な
い
。

3 

給
降
懇
本
銭

紹
興
初
期
の
見
銭
関
子
は
も
っ
ぱ
ら
羅
本
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。

紹
興
六
年
(
一
二
三
ハ
〉

二
月
に

行
在
交
子
務
が
置
か
れ
た
と
き
は
、
贋

南
一
隅
建
等
六
路
交
子
三
十
蔦
貫
、
南
漸
交
子
一
十
寓
貫
、
臨
安
府
界
小
交
子
一
十
寓
貫
、
江
南
雨
漏
削
預
充
懇
本
交
子
一
百
五
十
寓
貫
が
印
造
さ

A
nリ

ん
け
い

れ
て
い
る
。
ま
た
南
宋
末
景
定
四
年
〈

一
二
六
三
〉
二
月
以
降
施
行
さ
れ
た
買
似
道
の
公
団
法
は
、
公
国
の
租
米
を
寧
糧
に
充
て
、
毎
年
間
断
・

江
東
・
江
西
の
州
軍
で
八
百
品
防
省
内
刷
所
の
軍
糧
の
和
濯
が
行
な
わ
れ
こ
れ
に
七
八
千
寓
貫
の
紙
幣
が
印
造
支
出
さ
れ
て
紙
幣
市
債
の
下
落
を
激
化

A
H
V
 

ん
け
い

さ
せ
て
い
る
事
態
を
改
め
よ
う
と
い
う
狙
い
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
前
後
の
二
例
か
ら
推
し
て
、
禽
子
は
特
に
軍
糧
の
和
濯
に
多
く
支
出
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
和
縫
本
銭
の
品
搭
分
数
を
停
え
る
史
料
は
乏
し
く
、
分
数
値
を
確
認
で
き
る
の
は
僅
か
に
一
例
で
あ
る
。

-101ー

。
先
ず
宋
禽
要
輯
稿
・
食
貨
四

O
市
薙
糧
草

・
乾
道
二
年
五
月
十
八
日
篠
に
、
戸
部
よ
り
羅
本
銭
一
百
高
貫
を
銭

・
銀
・
曾
子
を
品
搭
し
て
支

降
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
分
数
は
明
ら
か
で
な
い
。
四
年
五
月
三
日
僚
に
は
、
今
後
は
見
銭
関
子
・
末
茶
引
・
度
牒
・
乳
香
等
を
棚
根
本
に

使
用
す
る
こ
と
を
罷
め
替
り
に
新
印
の
舎
子
を
品
搭
支
降
す
る
こ
と
と
し
て
、
漸
西
路
銀
江
府
、
江
東
路
建
康
府
・
池
州
、
江
西
路
隆
輿
府

に
、
銭
・
銀
・
禽
子
を
品
搭
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
二
五
高
貫
、
五

O
蔦
貫
、
二
一
高
五
千
貫
、
三
七
寓
五
千
貫
の
本
銭
を
降
付
し
、

一
O
寓

碩
・
二

O
蔦
碩
・
五
高
碩
・
一
二
高
碩
の
米
を
牧
薙
さ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
銭
の
構
成
を
見
る
と
、
舎
子
が
そ
れ
ぞ
れ
一

回
高

貫
・
二
八
高
貫
・
七
高
貫
・
二
一
蔦
貫
で
、
残
り
は
銭
・
銀
中
牢
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
比
率
は
何
れ
も
銭
銀
各
々
二
二
%
、
舎
子
五
六
%
と

な
る
。
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衣
に
止
策
先
生
文
集
巻
五
一
右
奉
議
郎
新
権
褒
遣
常
州
借
紫
醇
公
(
誇
季
宣
)
行
肢
に
よ
る
と
、

乾
道
七
年
知
湖
州
で
あ
っ
た
と
き
の
こ
と
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「
市
る
に
大
曲
肢
の
和
線
六
高
石
は
、
銀
・
交
子
を
以
て
高
く
佑
り
、
徒
に
銭
二
千
省
を
用
い
て
米
一
石
を
得
ん
と
す
。
郡
は
市
直
を

と
し
て

裁
つ
に
忍
び
ざ
れ
ば
、
嘗
さ
に
銭
蔦
六
千
絹
を
補
な
う
ベ
し
。
俄
載
の
費
こ
れ
に
興
ら
ず
」
と
記
し
、
醇
季
宣
の
浪
語
集
巻
一
八
湖
州
興
梁
右

相
書
に
よ
る
と
、

「
只
だ
和
濯
の
一

事
の
如
き
は
、
本
州
の
苗
米
は
五
寓
餅
に
止
ま
り
常
州
は
三
十
四
蔦
な
る
も
、
今
歳
の
拠
降
は
皆
六
蔦
碩

に
て
、
既
に
均
嘗
な
ら
ざ
る
に
、
復
た
三
千
省
の
銀
・
舎
を
以
て
高
く
佑
り
足
斗
一
碩
を
懇
取
す
。
銀
は
三
貫
五
百
五
十
と
作
し
、
曾
子
は
七

百
七
十
と
し
て
科
折
す
。
・
:
:
飢
え
牽
く
貫
銭
二
千
足
を
支
し
て
一
省
碩
を
雑
す
と
も
、
猶
お
恐
ら
く
は
未
だ
本
債
に
嘗
ら
ざ
ら
ん
」
と
記
し

‘
od， 

'n
u-

て
い
る
。
因
み
に
梁
克
家
が
右
丞
相
の
地
位
に
在
っ
た
の
は
乾
道
八
年
二
月
か
ら
九
年
十
月
ま
で
で
あ
る
。
乾
遁
七
年
嘗
時
怒
本
銭
が
銀
舎
を

品
搭
し
て
支
降
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
右
の
記
事
で
は
銀
・

舎
の
分
数
は
剣
ら
な
い
が
、
乾
道
八
年
の
も
の
と
推
定
で

お
さ

き
拘
禁
酷
の
定
室
率
直
論
擾
民
四
事
割
子
に
、
「
夫
れ
和
羅
は
荒
歳
に
備
う
る
所
以
な
り
。
要
は
嘗
さ
に
官
自
ら
場
を
魚
む
べ
し
。
時
値
の

高
下
に
覗
て
少
し
く
之
れ
を
増
し
、
吏
犀
円
侵
漁
の
姦
を
痛
罰
す
れ
ば
、
則
ち
人
絡
さ
に
負
捲
し
て
至
ら
ん
。
今
や
債
値
を
量
立
し
牢
ば
は
緒
幣

を
以
て
す
(量
立
債
値
、
字
以
緒
幣
〉
。
云
々
」
と
見
え
て
い
る
か
ら
、
銀

・
曾
中
牢
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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牧

分

数

納

1 

租
賦
及
び
諸
色
官
銭

次
に
牧
納
分
数
に
就
い
て
考
察
す
る
。
先
ず
租
賦
な
ら
び
に
諸
色
の
官
銭
の
職
納

・
起
解
分
数
の
推
移
を
見
る
と
、
別
表
の
如
く
で
あ
る
。

行
在
曾
子
が
准
漸
湖
北
京
西
路
州
軍
に
初
め
て
行
使
さ
れ
た
紹
興
三
十
一
年
七
月
に
は
、

沿
流
諸
州
軍
の
上
供
等
の
銭
は
銭

・
曾
中
牟
解

設
、
不
通
水
路
州
軍
は
全
禽
起
獲
を
許
す
と
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
戦
費
支
悌
の
た
め
に
濫
設
さ
れ
た
曾
子
の
回
牧
が
企
て
ら
れ
る
と
、
曾

子
の
起
解
分
数
は
二
分
か
ら
更
に
一
分
へ
減
ら
さ
れ
、
迭
に
は
品
搭
が
停
止
さ
れ
る
。

新
舎
子
が
護
行
さ
れ
る
と
品
搭
が
再
開
さ
れ
、
人
戸
か
ら
州
蘇
等
政
府
機
関
へ
の
租
賦
官
銭
の
稔
納
、
下
級
政
府
機
聞
か
ら
上
級
或
い
は
中



表
3 

租
賦
官
銭
輪
納
起
解
分
散

乾這

九 八 七 四

年 年年年 年 年

正 三 正 五
一 ー」

七 月
一 。月ハ月

月 月月 月 月
月 |

一 一 一 一 一 西
一 一一一 一
七 七七六

ム ム
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暦
二一八

~ ，、、

銭(学軍駐，罵 見銭不七銭不流沿路十ー流沿八不通沿流

官中E星地雇空坦Ei三 合中ii豊i富爾車不型ii二 量十豊i 
牢 銭舎中屯九分分曾子 字 水通 分曾子分曾子

銭 銭屯 銭

曾 I駐
人

舎 曾
輪戸納軍

中 中馬 中

土ド 牢地 土ド

不聴 聴銭 !人l
拘 従 従舎銭 戸
禽民 民中 Jぜて、
分
数便 使牢 易

是主
皇Z 施行

備

月

施行

考
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註

建
炎
以
来
繋
年
要
録
巻

一
九

一
紹
興
一三

年
七
月
乙
禾
二
四
日
係
、
宋
舎
要
輯
稿

・
食
貨
四
四
漕
運
・
乾
道
二
年
六
月
四
日
僚
、
同
年
十
月
五
日
僚、

肉
食
貨
四
八
陸
運

・
乾
道
二
年
十
一
月
九
日
係
、
慶
元
傑
法
事
類
巻
四
七
賦
役
門

・
受
納
税
租

・
乾
道
四
年
五
月
五
日
教
及
問
書
巻
八

O
雑
門

・
出
血
争

債
負
及
雑
犯

・
同
年
月
日
数
、
宋
舎
要
輯
稿
・
食
貨
六
四
上
供
・
乾
道
七
年
正
月
二
十
日
係
、
慶
元
保
法
事
類
巻
三

O
財
用
門

・
銭
舎
中
学

・
乾
道
八

年
三
月
十
三
日
数
、
向
上
・
乾
道
九
年
正
月
一
十
九
日
数
、
に
簸
る
。

299 

央
の
政
府
機
関
へ
の
租
賦
官
銭
の
解
護
上
供
の
す
べ
て
に
就
い
て
銭
・
曾
中
傘
制
が
施
行
さ
れ
た
。
乾
道
四
年
五
月
五
日
の
敷
に

「
諸
路
の
監

股

司、

州
鯨
の
守

〔
令
〕
の
慮
よ
り
起
解
す
る
官
銭
、

及
び
人
戸
が
職
納
す
る

一
切
の
税
賦
(
人
戸
態
干
輪
納
税
賦
〉
、

弁
び
に
諸
色
の
人

・
信
道
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が
合
さ
に
納
む
べ
き
諸
色
の
官
銭
は
、
舎
子
見
銭
を
以
て
封
牢
に
て
迭
納
せ
よ
」
と
見
え
て
い
る
。
民
間
の
交
易
に
お
け
る
舎
子
の
使
用
に
就

い
て
は
、
同
じ
く
五
月
五
日
の
教
に
「
曾
子
を
行
使
す
る
に
、

選
阻
減
刑
す
る
を
得
ず
。
如
し
達
戻
有
れ
ば
、
諸
色
の
人
が
所
在
に
て
陳
告
す

(
給
)

る
を
許
し
、
毎
名
賞
銭
五
十
貫
を
迫
す
。
犯
人
は
重
き
に
従
っ
て
断
罪
追
賞
す
」
「
民
聞
に
て
翠
質
し
及
び
欠
負
の
銭
を
還
う
に
、
其
の
曾
子

は
正
し
く
使
用
を
行
な
い
、
百
数
を
減
退
す
る
を
得
ず
」
と
あ
っ
て
、
舎
子
の
受
納
と
額
面
債
格
の
維
持
と
を
強
制
す
る
法
令
が
施
行
さ
れ
て

レ
る
。
曾
子
の
使
用
強
制
は
無
制
限
に
行
な
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
銭
舎
中
半
が
限
度
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
文
献
逼
考
巻
九
銭
幣
・
舎
子
に

よ
る
と
、
「
紹
興
三
十
二
年
十
二
月
詔
。
定
偽
造
曾
子
之
罰
」
と
い
う
記
事
に
績
け
て
、
曾
子
の
印
造
手
績
、
舎
子
紙
の
抄
造
地
、
曾
子
行
使

地
、
品
搭
法
を
述
べ
、
「
曾
子
は
初
め
は
止
だ
南
漸
に
行
な
う
の
み
。
後
ま
た
詔
し
准
漸
湖
北
京
西
に
通
行
す
。
亭
戸
の
盟
本
の
並
び
に
見
銭

を
用
う
る
を
除
く
の
外
、
其
の
水
路
を
逼
ぜ
ざ
る
の
鹿
の
上
供
等
の
鎮
は
、
壷
く
曾
子
を
用
い
て
解
援
す
る
を
許
し
、
其
の
泊
流
州
軍
は
銭
曾

中
牢
と
す
。
民
聞
に
て
田
宅
牛
畜
車
船
等
を
典
買
す
る
に
も
之
く
の
如
く
せ
し
む
。
或
い
は
曾
子
を
全
用
す
る
も
聴
す
」
と
記
し
、
民
間
の
交
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易
で
は
中
学
ま
で
は
無
篠
件
で
使
用
を
認
め
ら
れ
、
相
手
の
合
意
が
あ
れ
ば
全
額
舎
子
を
用
い
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
停
え
て
い
る

が
、
こ
れ
は
乾
道
四
年
五
月
の
敷
の
主
旨
を
採
録
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
右
の
記
事
の
「
後
叉
詔
」
以
下
は
紹
興
三
十
一
年
七
月
乙
未

二
十
四
日
の
詔
の
節
略
で
あ
る
。
舎
子
紙
の
抄
造
地
に
関
す
る
一
節
に
は
「
首
時
。
油
紙
取
於
徽
・
池
州
。

績
造
於
成
都
。
叉
造
於
臨
安
府
」

h
v
v
 

と
見
え
る
が
、
臨
安
府
に
造
合
同
紙
局
が
置
か
れ
る
の
は
乾
道
四
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
明
ら
か
に
こ
の
一
段
の
記
事
は
舎
子
の
制
度
を
略
述

し
た
も
の
で
、
年
代
的
に
相
前
後
す
る
事
買
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。

乾
道
四
年
前
の
分
数
則
例
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
人
戸
の
職
納
分
数
を
俸
え
る
も
の
が
見
嘗
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
職
納
分
敷
の
規

定
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
乾
道
二
年
末
の
曾
子
牧
回
の
措
置
を
俸
え
る
宋
史
巻
三
三
同
年
十
一
月
己
酉
九
日
係
の
記
事
を
見
る
と

「
量
く
内
臓
及
び
南
庫
の
銀
を
出
し
て
以
て
舎
子
に
易
う
。
官
司
は
並
び
に
銭
銀
を
以
て
支
遣
す
。
民
聞
は
便
に
従
わ
し
む
」
と
あ
っ
て
、
官

司
に
は
曾
子
の
支
用
を
禁
じ
な
が
ら
、
他
方
民
聞
の
使
用
は
使
に
ま
か
す
と
し
て
い
る
。
ま
た
皇
宋
中
興
翠
政
巻
四
六
乾
道
三
年
正
月
僚
の
度

支
郎
唐
再
燃
の
上
言
に
は
「
今
来
、
諸
路
の
綱
運
は
近
降
の
旨
揮
に
依
り
並
び
に
十
分
の
見
銭
を
要
む
。
故
に
州
懸
は
民
戸
が
禽
子
を
払
聴
納
す
る



を
許
さ
.
す
、
流
轄
せ
ざ
る
に
致
し
(
致
流
鴎
不
行
〉
、
商
買
が
低
慣
に
て
牧
買
し
、
行
在
に
輔
湊
す
。
六
務
の
支
取
が
擁
併
喧
聞
す
る
所
以
な
り
」

と
あ
り
パ
中
央
政
府
が
舎
子
の
品
搭
解
護
を
停
止
し
て
全
額
見
銭
に
よ
る
上
供
を
求
め
た
た
め
、
従
っ
て
州
鯨
司
も
入
戸
の
曾
子
職
納
を
拒
ん

で
用
途
を
失
っ
た
外
路
州
豚
の
舎
子
の
市
債
が
低
落
し
、
こ
れ
を
見
た
商
買
が
廉
債
で
牧
買
し
て
行
在
曾
子
務
へ
持
ち
込
み
、
免
換
を
求
め
て

い
る
と
述
べ
て
い
る
。
人
戸
の
轍
納
分
敷
が
設
け
ら
れ
て
い
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
嘗
時
の
舎
子
は
免
換
券
で
あ
っ
た
た
め
に
、

特
に
曾
子
分
散
を
設
け
て
見
銭
と
匡
別
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
権
貨
務
都
茶
場
の
入
納
も
初
め
は
見
銭
分

散
の
枠
内
で
任
意
に
銅
銭
と
曾
子
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
見
銭
分
数
が
更
に
曾
子
分
数
と
見
銭
分
数
と
に
細
分
さ
れ
る
の
は
、

乾
道
二
年

六
月
十
一
日
、
つ
ま
り
舎
子
枚
目
の
動
き
が
始
ま
っ
て
後
の
こ
と
で
あ
る
。
職
納
分
数
の
規
定
が
、
曾
子
が
不
換
券
に
改
め
ら
れ
て
の
ち
人
戸

の
利
盆
を
保
護
す
る
た
め
に
、
最
低
限
度
こ
の
分
率
ま
で
は
曾
子
の
使
用
を
拒
む
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
意
味
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
民
聞
の
私
交
易
に
劃
す
る
曾
子
の
品
搭
規
制
が
乾
遁
四
年
五
月
前
に
存
在
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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乾
遁
四
年
五
月
に
施
行
さ
れ
た
銭
舎
中
宇
制
は
、
間
も
な
く
ま
た
改
制
を
加
え
ら
れ
た
。
先
ず
七
年
正
月
二
十
日
の
詔
で
、
「
今
よ
り
後
、
諸

路
州
軍
よ
り
諸
色
の
襲
名
の
銅
銭
を
起
護
上
供
す
る
に
は
、
並
び
に
七
分
の
見
銭
三
分
の
舎
子
を
起
す
を
要
す
。
井
び
に
人
戸
が
回
宅
を
典
買

(
便
)

す
る
な
ど
の
交
易
に
銭
・
曾
子
を
用
う
る
は
使
ち
民
の
便
に
従
う
を
聴
す
」
と
、
起
解
分
数
を
銭
舎
七
三
に
改
め
、
民
間
の
私
交
易
に
劃
す
る

分
数
規
制
は
撤
慶
さ
れ
た
。
翌
二
月
十
五
日
に
は
、
先
述
の
如
く
、
都
茶
場
禽
子
庫
を
罷
め
、
内
蔵
南
庫
の
蓄
財
を
放
出
し
て
官

・
兵
の
俸
に

銭
銀
を
増
支
す
る
措
置
が
と
ら
れ
る
。
八
年
三
月
十
三
日
に
は
、
不
係
屯
軍
地
の
折
由巾銭
は
九
分
見
銭
一
分
曾
子
起
設
、
屯
駐
軍
馬
地
の
そ
れ

は
銭
曾
中
学
戦
納
・
銭
曾
中
牛
起
震
と
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
改
制
を
奏
し
た
戸
部
の
言
に
「
庶
く
は
曾
子
が
流
轄
す
る
を
得
て
軍
人
の
折
闘
を

致
さ
ざ
ら
ん
」
と
見
え
る
。
曾
子
の
市
債
が
低
落
す
る
と
兵
士
の
家
計
は
苦
し
く
な
り
軍
中
に
動
揺
を
輿
え
る
。
そ
こ
で
多
量
の
曾
子
が
使
用

さ
れ
る
屯
軍
地
で
曾
子
の
轍
納
解
設
分
数
を
引
上
げ
、
そ
の
反
面
で
非
屯
軍
地
の
曾
子
の
品
搭
分
数
を
減
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
け
て
九
年

正
月
一
十
九
日
に
な
る
と
再
び
銭
曾
中
学
職
納
・
銭
曾
中
牟
解
裂
の
制
に
復
関
す
る
。

301 

こ
の
聞
の
動
き
は
南
宋
政
府
の
通
貨
政
策
が
動
揺
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
賢
良
方
正
能
直
言
極
諌
等
の
科
の
乾
遁
七
年
十

一
月
四



302 

自
の
集
英
般
に
お
け
る
制
策
(
李
星
作
)
の

一
節
に
「
儲
幣
の
弊
を
粛
す
と
言
う
者
、

帥
る
が
、
嘗
時
紙
幣
の
弊
害
が
い
ろ
レ
ろ
議
論
さ
れ
て
い
た
。

一
端
に
非
ず

P

其
の
弊
何
を
以
て
握
救
せ
ん
」
と
見
え

紙
幣
を
謹
選
す
れ
ば
大
幅
に
脚
乗
費
を
節
約
で
き
る
。
ま
た
紙
幣
の
市
債
は
需
要
の
多
い
中
央
大
都
市
で
高
く
外
路
州
軍
で
低
か

っ
た
。
こ

れ
ら
の
こ
と
が
地
方
官
司
の
偽
弊
を
誘
設
し
た
。
乾
道
二
年
六
月
四
日
の
詔
に
、
「
訪
聞
す
る
に
、
諸
州
軍
は
却
っ
て
人
戸
が
納
め
た
る
見
銭

帥

を
ば
、
起
綱
の
脚
剰
を
避
兎
せ
ん
と
し
て
、
禽
子
に
免
換
し
て
起
解
す
と
」
と
見
え
、
六
年
十
二
月
二
日
款
に
、
「
訪
問
す
る
に
、
在
外
州
牒

の
曾
子
或
い
は
損
折
有
れ
ば
、
其
の
押
綱
官
は
却
っ
て
合
さ
に
援
す
べ
き
見
銭
を
も
っ
て
、
水
脚
を
覇
落
せ
ん
と
し
て
壷
く
舎
子
を
買
い
、
臨

舎

た

か

さ

ね

て

h
M
V

安
府
に
前
衆
り
て
私
か
に
見
銭
に
免
え
て
迭
納
し
、
反
復
厚
利
を
一
蹴
落
す
と
。
是
れ
舎
子
が
復
た
流
再
せ
ざ
る
を
致
す
。
云
々
」
と
見
え
、
地

方
州
軍
の
官
吏
が
中
央
政
府
に
起
設
す
べ
き
見
銭
を
も
っ
て
曾
子
を
買
い
起
綱
脚
乗
費
を
節
約
し
、
ま
た
起
護
州
軍
に
て
低
債
で
曾
子
を
買
い

臨
安
市
中
に
て
高
債
に
免
換
し
、
そ
の
差
額
を
取
得
し
て
い
た
こ
と
を
俸
え
て
い
る
。
ま
た
七
年
六
月
十
八
日
款
に
は
、
「
訪
問
す
る
に
、
民

間
の
稔
納
は
抑
し
て
見
銭
を
全
納
せ
し
め
、
而
う
し
て
州
郡
は
属
鯨
よ
り
官
銭
を
解
設
す
る
に
ま
た
分
教
に
依
っ
て
行
用
す
る
を
肯
ぜ
ず
と
。

(
敢
)

今
後
並
び
に
分
数
に
依
り
て
行
使
せ
よ
。
如
し
牧
え
て
避
難
す
れ
ば
、
朝
省
を
鰹
て
越
訴
す
る
を
許
し
、
達
制
を
以
て
論
ず
。
如
し
官
吏
が
民

同

開
よ
り
納
め
た
る
銭
を
以
て
賎
慣
に
て
舎
子
を
牧
買
し
利
を
規
れ
ば
、
並
び
に
臓
を
計
る
を
興
す
。
云
ん
と
と
見
え
、
上
記
の
管
利
活
動
を
行
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な
う
た
め
に
、
品
搭
則
例
を
無
視
し
て
、
人
戸
か
ら
鯨
司
へ
の
総
納
に
は
全
額
見
銭
を
求
め
、
鯨
司
か
ら
府
州
軍
司
へ
の
官
接
の
解
護
に
は
見

銭
の
培
起
を
求
め
る
な
ど
の
弊
害
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
停
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
偽
弊
は
舎
子
の
正
常
な
流
通
を
妨
げ
る
。
南
宋
政
府
は
品
搭
則
例
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
繰
り
、
返
し
禁
令
を
公
布
し
て
い
る
。
乾
道

六
年
間
五
月
九
日
教
に
は
、
「
諸
路
の
綿
領
・
監
司
・
州
軍
が
銭
貫
を
受
納
・
解
設
す
る
に
は
必
ず
銭
曾
各
宇
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
(須
是
曾
子

見
銭
各
半
〉
。
仰
っ
て
総
領
・
監
司
に
は
歳
絡
に
『
本
司
が
今
歳
に
受
納
せ
る
州
軍
の
銭
貫
若
干
、
禽
子
は
若
干
、
見
銭
は
若
干
な
り
』
と
具
奏

せ
し
め
、
諸
州
軍
に
も
ま
た

『
今
歳
某
司
に
解
瑳
せ
る
銭
貫
若
干
、
曾
子
若
干
、

見
銭
若
干
な
り
』
と
具
奏
せ
し
め
よ
。
皆
そ
れ
ぞ
れ
あ
り
て

み

ず

ま

し

伺

い
に
明
記
し
、
曾
子
の
数
を
虚
援
し
て
は
な
ら
ぬ
。
今
後
遺
戻
あ
れ
ば
達
制
を
以
て
論
ず
」
と
見
え
、
銭
舎
中
A
T
制
の
巌
守
を
命
じ
、
官
銭
を



起
解
す
る
州
軍
と
こ
れ
を
受
納
す
る
総
領
所
監
司
の
整
方
か
ら
銭
舎
の
賓
数
を
報
告
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

六
年
十
二
月
二
日
款
で
は
、
外
路
州
軍
の
押
綱
官
が
、
起
援
す
べ
き
牢
銭
に
て
低
債
で
禽
子
を
牧
買
し
臨
安
市
中
に
到
っ
て
ま
た
見
銭
に
免

綱
解
文
朕
(
管
押
人
姓
名
・

綱
運
数
回
・
起
需
拡
月
日
等
を
記
し
て

換
し
鏡
曾
中
中
?
と
し
て
迭
納
し
て
い
る
こ
と
に
封
慮
し
て
、

今
後
起
綱
の
際
は
、

戸
部
に
飛
申
す
る
文
紋
)
に
起
設
す
る
銭
・
舎
の
数
目
を
明
記
し
且
つ
押
綱
保
官
肢
に
如
し
保
任
し
た
押
綱
官
が
前
記
の
換
易
を
行
な
う
と
き
は

甘
ん
じ
て
同
罪
に
伏
す
と
明
記
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
、
押
綱
官
や
臨
綱
の
篭
梢
等
が
な
お
も
共
謀
し
て
弊
を
な
す
と
き
は
、
諸
色
の
人
が
所
在

州
鯨
を
経
て
陳
告
す
る
の
を
許
し
賞
銭
を
興
え
る
と
言
明
し
、
更
に
「
今
来
舎
子
は
務
め
て
流
、
通
を
要
む
。
如
し
公
法
を
畏
れ
ざ
る
の
人
が
妄

ぐ
た
い
て
き

り
に
扇
揺
す
る
有
れ
ば
、
諸
色
の
人
が
誼
を
指
し
て
着
賞
に
陳

(告
)
す
る
を
許
す
。
並
び
に
達
制
の
罪
を
科
し
、
官
蔭
赦
降
を
以
て
原
減
せ

制

ず
」
と
、
扇
揺
の
禁
を
設
け
て
い
る
。

七
年
六
月
十
八
日
敷
で
は
、
鯨
司
は
人
戸
に
、
州
軍
は
屡
瞬
に
、
そ
れ
ぞ
れ
見
銭
の
轍
納
解
護
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
封
虚
し
て
、
分
数
の

遵
守
を
命
じ
、
州
軍
司
の
遂
難
は
鯨
司
が
省
部
に
越
訴
す
る
を
許
し
、
官
吏
の
低
債
買
曾
規
利
に
は
臓
罪
を
科
し
、
監
司
に
射
し
て
「
今
後
本

続
り
に
見
銭

一
色
を
牧
め
て
は
な
ら
ぬ
。
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司
の
銭
を
交
牧
す
る
際
は
定
め
ら
れ
た
分
数
に
従
い
、

更
に
州
鯨
を
約
束
し
て
分
数
を
遵
守
せ
し

た
だ
ち
に

め
、
違
法
は
按
劾
し
て
聞
奏
せ
よ
。
若
し
監
司
に
違
畏
・
失
費
察
が
あ
っ
て
越
訴
を
受
け
る
と
き
は
、
先
次
旨
を
取
っ
て
重
く
施
行
を
な
す
」

と
戒
め
て
い
初
尋
い
で
同
月
二
十
九
日
の
教
で
は
、
人
戸
に
聴
納
し
た
銭
・
舎
の
数
目
を
官
妙
に
明
記
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
、

「
州
豚
に
て

め
い
き

官
物
を
入
納
す
る
と
き
は
、
民
戸
が
官
妙
上
に
分
明
に
『
納
む
る
所
の
某
色
の
官
銭
、

計
若
干
。
内
見
銭
若
干
、
舎
子
若
干
』
と
聾
読
す
る
を
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許
す
。
的
ね
て
監
司
州
蘇
に
は
、
麻
を
置
き
所
牧
の
銭
・
舎
が
各
々
若
干
分
数
な
る
か
分
明
に
抄
上
し
て
以
て
不
時
の
差
官
前
去
抽
摘
貼
検
に

同

備
え
し
む
」
と
布
告
し
て
い
る
。
官
紗
は
税
物
牧
納
の
際
に
用
い
ら
れ
た
誼
紙
で
、

懸
紗

(
官
紗
〉
・
戸
紗
・

監
紗
(監
生
妙
)
・

住
紗
(
倉
庫
紗
)

の
四
紙
が
あ
り
、
納
戸
の
姓
名
・
税
目
・
職
納
色
額
・
年
月
日
を
抄
記
し
て
、
戸
紗
は
納
戸
の
、
監
紗
は
受
納
場
の
監
官
の
、
住
紗
は
税
物
を

帥

放
納
し
た
倉
庫
の
執
照
に
輿
え
、
耐
肺
紗
は
蘇
の
主
簿
鹿
に
遺

っ
て
税
簿
の
勾
舗
に
用
い
て
い
た
。
右
の
敷
は
、
納
戸
自
身
に
轍
納
し
た
銭
・
舎

の
貫
教
を
官
紗
面
に
記
入
さ
せ
て
分
数
則
例
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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曾
子
の
使
用
に
見
ら
れ
る
上
記
の
弊
害
と
そ
の
封
策
は
、

曾
子
の
流
通
を
地
域
的
階
層
的
に
抜
大
し
て
普
及
さ
せ
る
の
が
容
易
で
な
か
っ

た

こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
政
府
首
局
者
が
曾
子
流
通
の
寅
欣
如
何
に
就
い
て
極
め
て
神
経
質
な
注
意
を
携
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
臭
泳
の
鶴

林
集
巻
一
五
進
御
故
買
「
乾
淳
講
論
禽
子
五
事
」
に
よ
る
と
、

乾
道
四
年
五
月
四
日
、
新
印
の
曾
子
を
護
行
す
る
に
首
っ
て
、
孝
宗
は

「除

は
昨
曾
子
は
三
二
年
後
に
は
整
併
し
て
必
ず
通
快
ぜ
ざ
ら
ん
と
疑
う
。
卿
等
こ
れ
を
救
う
の
術
有
り
や
否
や
」
と
宰
執
に
問
う
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
曾
子
の
前
途
を
危
ぶ
む
気
持
が
品
搭
分
数
の
改
制
を
産
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

舎
子
の
品
搭
率
の
引
下
げ
と
並
行
し
て
、
准
南
を
鍛
銭
行
使
地
と
す
る
政
策
が
準
め
ら
れ
た
。
こ
の
政
策
は
、
行
在
舎
子
の
回
牧
が
企
て
ら

れ
た
乾
道
二
年
六
月
か
ら
識
銭
交
子
と
識
銭
が
護
行
さ
れ
三
年
正
月
に
い
た

っ
て
停
止
さ
れ
た
の
ち
暫
く
中
絶
し
て
い
た
が
、

五
年
秋
か
ら
再

び
積
極
的
に
推
準
さ
れ
た
。
六
年
に
は
准
西
に
三
、
江
西
に
四
の
鋳
鏡
監
が
置
か
れ
て
鍛
銭
の
鋳
造
が
始
ま
り
、
七
年
中
に
は
か
な
り
の
新
銭

そ
し
て
翌
八
年
三
月
十
三
日
に
は
准
南
路
の
上
供
銭
の
品
搭
則
例
を
見
銭
(銅
銭
)
七
分
舎
子
三
分
か
ら
、

d
H
H，
 

h
u
v
 

准
州
軍
は
全
曾
起
夜
、
近
裏
州
軍
は
銭
禽
中
牢
起
震
と
改
め
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
の
政
策
に
よ
っ
て
江
南
の
銅
銭
の
需
給
関
係
を
緩
和
し
曾
子

が
准
南
に
投
ぜ
ら
れ
た
。

極
浅
沿
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の
護
行
額
を
抑
え
よ
う
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

し
か
し
禽
子
の
品
搭
率
・
を
引
下
げ
れ
ば
、
自
か
ら
そ
の
流
通
は
阻
害
さ
れ
る
。
そ
こ
で
九
年
正
月
に
再
び
銭
曾
中
牟
制
が
採
ら
れ
た
。
宋
史

入
り
て
内
殿
に
奏
す
。
骨
小れ
よ
骨
骨
か
折
骨
ト
}
拾
じ
、
公
私
の
出
(
問
は
並
び
に
鏡
曾

巻
三
九
八
丘
苦
俸
に
「
直
秘
閣
知
卒
江
府
に
除
せ
ら
れ
、

各
牟
を
以
て
定
法
と
震
さ
ん
と
請
う
。
詔
し
て
其
の
言
を
行
な
う
。
天
下
之
れ
を
使
と
す
」
と
見
え
る
。
本
俸
に
よ
れ
ば
丘
苦
は
知
秀
州
の
と

き
華
亭
鯨
の
揮
海
堰
を
修
復
し
て
卒
江
府
に
遁
っ
て
い
る
が
、
こ
の
海
堰
修
復
の
こ
と
は
宋
曾
要
輯
稿
・
食
貨
八
水
利
の
乾
道
七
年
七
月
十
三

日
及
び
同
年
九
月
十
一
日
の
記
事
に
見
え
て
い
る
(
一
五
・
二
九
葉
)
。
ま
た
卒
江
府
の
水
利
を
論
じ
た
八
年
六
月
二
日
の
記
事
に
「
其
後
卒
江

府
守
臣
岳
苦
云
々
」
と
附
記
さ
れ
て
い
る
(
三
O
葉
)
。
右
の
記
事
は
明
ら
か
に
乾
道
九
年
正
月
の
改
制
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

九
年
正
月
に
中
学
制
が
施
行
さ
れ
て
後
、
新
東
新
西
江
東
路
諸
州
軍
に
黙
検
禽
子
官
(
措
置
舎
子
宮
〉
が
汲
遣
さ
れ
、

て
、
官
吏
俸
の
銭
舎
中
宇
支
遣
に
つ
い
て
戸
部
の
督
察
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
南
宋
政
府
の
紙
幣
政
策
は
こ
の
時
に
な

っ
て
漸

一
年
以
上
に
わ
た
っ



く
確
定
し
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
翌
淳
田
川
元
年
(
一
一
七
四
)
五
月
二
十
日
に
は

「民
戸

・
客
旗
が
税
賦
官
銭
を
職
納
し
、
其
の
聞
に
零

お

よ

ば

ぎ

伺

細
に
し
て
官
舎
の
教
に
湊
不
及
る
も
の
有
れ
ば
、
即
ち
便
に
従
っ
て
行
使
せ
し
む
」
と
、
官
舎
で
慮
理
で
き
な
い
端
銭
は
中
牢
制
の
適
用
を
除

く
と
い
う
逼
規
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

な
お
起
解
分
散
は
不
通
水
路
州
軍
で
は
一
般
と
遣
っ
た
適
用
を
受
け
て
い
た
。
紹
興
三
十
一
年
七
月
、
行
在
舎
子
が
初
め
て
准
漸
湖
北
京
函

路
州
箪
に
行
使
さ
れ
た
と
き
は
「
其
の
不
通
水
路
州
軍
の
上
供
等
の
銭
は
、
壷
く
曾
子
を
用
い
て
解
裂
す
る
を
許
す
」
と
布
告
さ
れ
た
が
、
こ

れ
は
殆
ん
ど
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
不
通
水
路
州
軍
に
は
曾
子
は
あ
ま
り
流
通
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
宋
史
巻

一
七
四
食

貨
・
賦
税
・
隆
輿
元
年
(
一
一
六
三
)
五
月
僚
に
は
、
却
っ
て
「
詔
す
。
温
・
台
・
慮
・
徽
は
水
路
を
通
ぜ
ず
。
其
の
二
税
物
吊
は
、
折
法
に

依
り
銀
を
以
て
折
轍
す
る
を
許
す
。
敷
外
に
妄
り
に
科
折
有
れ
ば
臓
を
計
り
罪
を
定
む
」
と
あ
っ
て
、
軽
費
銀
の
徴
取
を
指
示
し
た
詔
が
俸
え

ら
れ
る
。
こ
の
制
度
は
ず
っ
と
踏
襲
さ
れ
、
乾
道
九
年
正
月
一
十
九
日
教
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
る
。
敷
文
に
は
次
の
二
項
が
見
え
る
。

あ
ら

諸
路
州
鯨
に
て
鷹
ゆ
る
民
張
(
政
〉
が
聴
納
す
る
税
賦
・
諸
色
の
官
銭
は
、
並
び
に
銭
禽
中
宇
を
用
っ
て
迭
納
せ
よ
。

州
豚
よ
り
起
設
す
る
上
供
等
の
銭
は
、
合
さ
に
軽
費
を
起
す
べ
き
も
の
を
除
く
の
外
、
ま
た
銭
禽
中
宇
を
用
っ
て
解
設
す
る
を
許
す
。
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銭
曾
中
宇
職
納
と
軽
費
銀
の
起
裂
と
の
関
係
は
、
宋
曾
要
輯
稿
・
食
貨
七

O
賦
税
雑
録
・
淳
照
三
年
(
二
七
六
)
十
一
月
十
二
日
の
南
郊
赦

文
に
、
「
人
戸
の
折
白
巾
銭
は
、
己
に
指
揮
を
降
し
て
合
さ
に
銭
・
曾
中
宇
を
以
て
職
納
す
べ
き
に
、
訪
問
す
ら
く
、
漸
東
の
州
鯨
は
蓄
例
を
循

は
な
は

襲
し
て
尚
も
銀
を
納
め
し
め
、
其
の
雨
教
を
高
く
し
重
だ
民
力
を
困
し
む
る
と
。
指
揮
に
遵
依
し
只
だ
銭

・
舎
を
納
め
し
む
べ
し
。
其
の
合
さ

に
軽
費
を
起
す
べ
き
昆
は
官
司
を
し
て
白
か
ら
牧
買
を
行
な
わ
し
め
よ
。
云
ん
と
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
嘉
定
・
赤
城
志
巻
一

六
財
賦
門
・
上
供
に
、
台
州
の
上
供
銭
七
千
六
十
七
貫
文
に
注
記
し
て

以
諸
照
二
税
等
銭
起
護
。
半
銭
。
牧
買
銀
子
。
牢
舎
。
納
左
蔵
庫
。
〔
諸
豚
の
二
税
等
の
銭
を
以
て
起
設
す
。

半
ば
は
銭
と
し
て
銀
子
を
牧
買
し
、

半
ば
は
舎
と
し
、
左
蔵
庫
に
納
む
。
〕
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と
見
え
る
の
も
、
こ
の
手
績
き
を
言
う
も
の
で
あ
る
。
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務

場

入

納

曾
子
の
牧
納
に
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
の
は
専
買
で
あ
る
。
専
買
を
管
掌
し
て
い
た
の
は
権
貨
務

・
都
茶
場
で
、
行
在
臨
安
府
の
ほ
か
鎮

江
・
建
康
府
に
お
か
れ
、
権
貨
務
は
堕
・
磐
・
乳
香
の
専
買
及
び
暦
日

・
度
牒
の
版
買
に
嘗
り
、
都
茶
場
は
茶
貨
の
専
買
を
掌
っ
て
い
た
。
一幕

貰
牧
入
の
中
で
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
の
は
盟
・
茶
で
、
紹
興
三
十
二
年
度
三
二
ハ
二
〉
で
は
盟
が
八
三
%、

び
雑
枚
入
が
併
せ
て
七
%
を
占
め
て
い
た
。
ま
ず
は
瞳
茶
の
専
買
制
度
の
概
要
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う。

茶
が

一
O
%
、

香
磐
及

権
貨
務
か
ら
出
賀
さ
れ
た
盤
は
准
南
雨
漏
削
の
産
盟
で
あ
る
。

生
産
地
は
准
東
の
逼

・
泰
・
楚
州
高
郵
軍
、
雨
漏
削
の
臨
安

・
卒、江

・
紹
興
府

温

・
台

・
明

・
秀
州
で
、
政
府
は
こ
れ
ら
の
産
盟
地
に
盟
場
を
置
き
、
生
産
に
必
要
な
施
設
を
整
え
、
製
盟
業
者
(亭
戸
)
を
招
募
し
資
金

(鐙

本
銭
〉
を
貸
興
し
て
煎
盟
を
行
な
わ
せ
て
い
た
。

盟
場
外
に
お
け
る
煎
堕
や
亭
戸
以
外
の
者
が
煎
盟
を
行
な
う
の
は
固
く
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
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生
産
さ
れ
た
盟
は
上
記
の
府
州
軍
と
員
州
と
に
設
け
ら
れ
た
支
盟
倉
に
集
め
ら
れ
、
支
盟
倉
か
ら
盟
商
に
引
渡
さ
れ
て
い
た
。
盤
商
が
官
盟
を

商
販
す
る
手
績
き
は
下
記
の
如
く
で
あ
る
。

盟
商
は
先
ず
政
府
護
行
の
手
形
H
堕
紗
を
買
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
盟
紗
一
枚
の
単
位
は
盟

一
袋
H
六
石
H
三
百
斤
で
、
盤
紗
一
枚
を
買

う
と
盟

一
一
袋
が
輿
え
ら
れ
た
。
盟
紗
の
設
費
地
は
権
貨
務
で
、
は
じ
め
は
行
在
務
で
准
東
路
通

・
泰

・
楚
州
高
郵
軍
員
州
の
紗
と
南
新
路
秀

・

温
・
明
・
台
州
の
紗
を
、
建
康
務
で
逼
・
泰

・
楚
州
高
郵
軍
員
州
の
紗
を
、

銀
、
江
務
で
臨
安

・
卒
江

・
紹
興
府
の
紗
を
買
っ
て
い
た
が
、
開
稽

二
年

(
一
二
O
六〉

正
月
以
後
は
行
在
務
よ
り
設
買
す
る
准
東
の
盟
紗
は
員
州
の
紗
に
限
ら
れ
、
通

・
泰

・
楚
州
古
同
郵
軍
の
盟
紗
は
建
康
務
か

ら
頁
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
盟
商
は
そ
れ
ぞ
れ
に
商
販
の
便
宜
を
考
え
、
機
貨
務
に
赴
い
て
希
墓
の
府
州
軍
を
指
定
し
、
そ
の
府
州
軍
の
支



聾
倉
の
紗
を
購
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
購
入
を
入
納
算
請
と
い
い
、
瞳
紗
は
客
算
文
引
と
呼
ば
れ
た
。

盟
紗
を
算
請
し
た
商
人
が
紗
面
に
指
定
さ
れ
た
支
盟
倉
に
赴
い
て
盟
紗
を
呈
出
す
る
と
、
預
め
用
意
さ
れ
た
合
同
披
簿
に
よ

っ
て
紗
引
の
員

偽
を
確
め
る
勘
合
(
牢
印
合
同
)
が
行
な
わ
れ
、
袋
瞳
(
袋
に
詰
め
封
印
を
施
し
た
盛
)
と
封
記
を
施
し
た
随
盟
文
引
が
興
え
ら
れ
た
。
随
盟
文
引

は
こ
の
の
ち
袋
瞳
が
消
費
者
に
頁
り
量
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
瞳
が
正
し
い
手
績
き
を
経
て
入
手
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
執
照
に
用
い
ら
れ
る
。
そ

の
有
数
期
開
、
つ
ま
り
袋
盟
の
販
買
期
聞
は
一
年
で
、
申
し
出
に
よ
っ
て
半
年
の
延
長
が
許
さ
れ
て
い
た
。

盟
紗
の
債
格
を
紗
面
銭
と
い
い
、

妙
面
銭
は
正
妙
銭
(
正
銭
)
と
摘
留
聾
本
銭
(
臨
本
銭
)
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。

正
妙
銭
は
専
貰
税
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
権
貨
務
で
徴
牧
し
、
措
留
銭
は
堕
の
代
債
で
支
盟
倉
で
徴
し、

亭
戸
の
瞳
本
銭
に
支
用
さ
れ
て
い
た
。
紗
面
銭
の
外
に
通
貨

ま
た
貼
紗
銭
と
稿
し
て
諸
々
の
雑
費
が
権
貨
務
と
支
瞳
倉
と
で
添
徴
さ

鐘
五
貫
文
(
紹
興
三
十
年
J
乾
道
二
年
嘗
時

γが
椎
貨
務
で
加
徴
さ
れ
、

れ
て
い
た
。
権
貨
務
で
添
徴
さ
れ
た
貼
紗
銭
は
頭
子
銭
・
市
例
銭
・
雇
人
銭
・
工
墨
銭
な
ど
を
含
み
、
支
盟
倉
り
そ
れ
は
盟
袋
本
銭
・
封
頭
物

料
銭
・
雇
船
水
脚
銭
・
別
納
袋
息
銭
な
ど
か
ら
成
っ
て
い
た
。

紗
面
銭
の
債
格
は
紹
興
四
年
(
二
三
四
)
嘗
時
十
八
貫
省
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
饗
化
は
明
ら
か
で
な
い
。
紹
興
三
十
一
年
〈

一
一
六

一〉

四
月
嘗
時
権
貨
務
で
徴
牧
さ
れ
て
い
た
正
紗
銭
遁
貨
銭
は
合
せ
て
十
七
貫
三
百
文
足
、
隆
輿
二
年
(
一
一
六
四
〉
十
月
嘗
時
で
は
十
七
貫
六
百

文
足
で
あ
っ
た
。
乾
道
元
年
(
一
一
六
五
〉
九
月
に
は
三
貫
文
省
の
値
上
げ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
賓
慶
・
四
明
志
巻
六
盟
課
に
は
椎
貨
務
に

入
納
す
る
紗
引
銭
(
正
妙
銭
)
が
二
十
四
貫
省
、
支
盟
倉
に
納
め
る
貼
納
銭
が
盟
本
銭
四
貫
八
百
文
を
含
め
て
計
六
貫
三
百
六
十
文
二
分
、

俸
え
ら
れ
る
。

と
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准
漸
瞳
の
販
貰
匡
域
(
行
監
地
〉
は
准
南
・
両
新
・
江
南
・
荊
湖
・
京
西
の
八
路
州
軍
で
、
販
買
は
無
論
袋
盟

・
随
盟
文
引
を
併
せ
て
他
の

客
商
に
轄
賀
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
府
・
州
・
豚
在
城
及
び
税
務
所
在
の
鎖
市
・
郷
村
塩
井
に
お
い
て
盟
鋪
や
消
費
者
に
販

賀
さ
れ
た
。
こ
の
販
頁
方
式
を
住
賓
と
い
う
。
住
賓
の
際
は
先
ず
現
地
の
税
務
に
出
頭
し
て
販
買
を
申
請
し
、
随
盟
文
引
及
び
袋
瞳
の
検
察
と

登
記
を
受
け
、
文
引
の
背
面
に
「
己
於
某
年
月
日
、
験
引
験
封
、
於
某
慮
住
買
」
と
い
う
印
記
と
税
務
監
官
の
親
署
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
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た
。
住
買
を
終
え
た
文
引
(
住
紗
と
い
う
)
は
府
・
州
・
豚
・
鎮
の
官
署
に
返
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

都
茶
場
が
管
轄
し
て
い
た
の
は
、
雨
漸
・
江
東
・
江
西
・
湖
北
・
湖
南
・
京
西
及
び
一幅
建
の
産
茶
の
専
買
で
あ
る
。
北
宋
時
代
に
年
産
八
六

五
寓
斤
を
数
え
た
准
西
の
産
茶
は
南
宋
紹
興
三
十
二
年
度
(
一

二
ハ
二
)
で
は
僅
か
に
二
蔦
斤
で
あ
っ
た
。
北
方
金
園
と
の
密
貿
易
を
防
ぐ
た

め
に
生
産
が
抑
制
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
茶
の
専
買
は
、
堕
と
違
っ
て
生
産
に
射
す
る
政
府
の
統
制
は

一
切
な
く
、
た
だ
茶
園
戸
が
生
産

し
た
茶
貨
を
販
賀
す
る
商
人
に
射
し
て
巌
し
い
統
制
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。

茶
貨
を
商
販
す
る
者
は
、
盟
と
同
様
に
先
ず
専
買
手
形
即
ち
茶
引
を
算
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

茶
引
に
は
長
引
・
短
引
・
小
引
の

三
種
が
あ
っ
た
。

長
引
に
は
草
茶
・
末
茶
・
鵬
茶
の
別
が
あ
り
、
草
茶
長
引
は
引
銭
(
正
紗
銭

γが
二
十
三
貫
省
、
頭
子
・
市
例
・

工
墨

・
雇

人
等
の
貼
納
銭
を
併
せ
て
二
十
四
貫
四
百
八
十
四
文
省
で
、
こ
の
茶
引
一
枚
を
買
う
と
草
茶
百
二
十
斤
の
商
販
が
許
さ
れ
た
。
末
茶
長
引
は
引

銭
が
二
十
六
貫
省
、
貼
納
銭
を
併
せ
て
二
十
七
貫
六
百
七
十
七
文
省
で
、
許
販
斤
重
は
草
茶
同
様
百
二
十
斤
で
あ
る
。
草
末
南
種
の
長
引
茶
の

商
販
は
長
引
路
分
で
行
な
わ
れ
た
。
長
引
路
分
は
准
南
・
京
西
路
で
あ
る
。
一
幅
建
蝋
茶
の
長
引
に
は
草
末
茶
と
は
違
っ
た
規
格
が
用
い
ら
れ
て

い

た

が

、

そ

の

詳

細

は

明

ら

か

で

な

い

。

即

ち

短

引

路

分

に

限

っ
て
許
さ

-112ー

商
販
は
北
方
金
園
へ
の
密
買
を
防
ぐ
た
め
、
長
江
以
南
の
諸
路
、

れ
て
い
た
。
短
引
は
草
茶
末
茶
と
も
に
引
銭
が
二
十
二
貫
省
、
貼
納
銭
を
併
せ
て
二
十
三
貫
四
百

一
十
九
文
省
で
、
こ
れ
を
買
う
と
草
茶
な
ら

末
茶
な
ら
九
十
斤
の
商
阪
が
許
さ
れ
た
。
商
販
地
は
長
江
以
南
の
諸
路
即
ち
短
引
路
分
で
あ
る
。

三
一
二
九
)
九
月
に
北
宋
の
制
度
に
な
ら
っ
て
引
銭
五
貫
・
許
販
茶
六
十
斤
の
食
茶
小
引
が
瑳
行
さ
れ
、
産
茶
地
内
の
一
州
軍
界
内
に
限
っ
て

商
販
が
許
さ
れ
た
が
、
こ
の
小
引
は
短
引
と
の
債
格
の
釣
合
い
が
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
一
年
で
底
止
さ
れ
た
。

小
商
人
の
便
宜
を
園
っ
て
長
引
短
引
を
引
銭
四
貫
省
に
細
分
し
た
小
引
が
護
行
さ
れ
た
。

百
斤
、

、i
t、

，パJ

コヲ
レiu

南
宋
初
め
の
建
炎
三
年

淳
照
二
年

(一一

七
六
)

に
な
る
と
、

こ
れ
は
小
額
面
の
長
引

・
短
引
で
あ

る
茶
貨
の
商
販
は
下
記
の
手
績
き
に
従
っ
て
い
た
。



(
締
{
接
引
錯
)
(
欝
融
制
)
(
静
思
諒
韻
)
(
獅
諸
説
)
(
蛾
明
暗
)

し

都

茶

場

一

L
指
定
買
茶
刊

一
一

一

↓

一
近
便
合
同
場
一

一
指
定
住
寅

一
;

監

並

区

置

認

蓄

止

賓

引

司

立

軍

合

同

場

寸
一

茶

園

戸

二

閥

的

援
朝
一
一
州

事

時

寸

住

費

↓

言

語

奇

襲

一

一
一l
i

l
-
-
-
一

一

一

除

程

(

添

限

)

一

流
穂
之
限
九
年

買
茶
之
限
一
季

販
茶
之
限

長
引

一年

短
引
半
年

帥

茶
商
は
先
ず
都
茶
場
も
し
く
は
買
引
官
司
に
赴
い
て
茶
引
を
算
請
し
た
。
茶
引
は
例
え
ば
「
江
西
路
江
州
草
茶
長
引
」
な
ど
の
如
く
産
茶
州
軍

そ
れ
ぞ
れ
に
就
い
て
草
茶
末
茶
の
長
引
・
短
引
・
小
引
が
用
意
さ
れ
て
い
て
、
茶
商
は
希
望
一
す
る
州
軍
と
茶
引
と
を
指
定
し
て
算
請
し
て
い

た
。
茶
引
の
算
請
を
終
え
る
と
、
指
定
し
た
州
軍
の
合
同
場
に
出
頭
し
、
茶
引
の
勘
合
を
受
け
、
官
製
の
茶
龍
蔀
(茶
貨
の
容
器
〉
を
買
い
、
茶

引
と
寵
蔀
と
を
持
っ
て
茶
園
戸
を
訪
ね
茶
貨
を
購
入
し
た
。
茶
貨
の
購
入
は
茶
引
の
許
販
斤
重
の
限
度
内
で
行
な
わ
れ
、
茶
園
戸
が
貰
興
し
た

茶
貨
の
色
続
(
銘
柄
〉

・
斤
重

・
債
格
・
園
戸
姓
名
を
引
面
に
記
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
債
格
に
劃
す
る
統
制
は
な
か
っ
た
。
茶
貨
の
購

入
を
終
え
た
茶
商
は
、
そ
の
場
所
か
ら
近
使
の
合
同
場
か
、
も
し
く
は
鯨
暑
の
秤
護
司
に
出
頭
し
て
龍
蔀
茶
の
秤
量
封
印
を
受
け
、

長
引
茶
で

あ
れ
ば
准
南
京
西
路
内
の
一
州
軍
を
、
短
引
茶
で
あ
れ
ば
茶
貨
を
購
入
し
た
路
分
内
の
一
州
軍
を
住
頁
地
に
指
定
し
、
引
面
に
そ
の
記
入
を
受

け
て
商
販
に
出
護
し
た
。
住
賓
の
手
績
き
は
瞳
の
場
合
と
略
々
同
様
で
あ
っ
た
。
な
お
長
引
は
翻
改
・
翻
引
と
稽
し
て
住
買
地
を
第
更
す
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
短
引
は
最
初
の
住
貰
地
で
引
背
に
「
此
引
不
得
重
昼
輿
販
」
と
印
-記
さ
れ
、
更
に
別
州
軍
に
移
っ
て
住
買
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
か
っ
た
。
茶
引
の
行
使
期
限
は
、
先
ず
茶
引
算
請
時
か
ら
流
轄
の
限
が
起
算
さ
れ
た
。
期
限
は
九
年
で
、
こ
の
開
茶
引
は
有
債
誼
券
と
し

て
取
引
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
茶
龍
蔀
を
購
入
す
る
と
買
茶
の
限
一
季
が
起
算
さ
れ
た
。
秤
護
地
か
ら
住
買
地
ま
で
の
旗
行
期
限
は
行
使
期
限

《
3
W7

か
ら
除
外
さ
れ
た
。
茶
龍
蔀
購
入
か
ら
引
茶
買
壷
ま
で
の
販
茶
の
限
は
長
引
で
一
年
、

短
引
で
半
年
で
あ
れ叫。
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磐
は
准
南
路
無
痛
軍
、

は
省
く
。

江
東
路
信
州
、
贋
東
路
部
州
に
産
地
が
あ
り
、

茶
聾
と
同
様
に
手
形
(
懇
引
)
を
使
っ
て
出
費
さ
れ
て
い
た
。
詳
細
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そ
こ
で
紗
引
の
入
納
算
請
の
分
数
則
例
を
見
る
と
、
行
在
・

建
康
・

鎮
江
三
務
場
に
お
け
る
茶
・
盟
・

磐
引
(
乳
香
を
除
く
)
の
分
数
則
例
は

帥

別
表
の
如
き
推
移
を
た
ど
っ
て
い
る
。

先
ず
隆
輿
二
年

(一

一
六
四
)
嘗
時
施
行
さ
れ
て
い
た
則
例
で
は
、
行
在
務
場
は
六
分
軽
費
四
分
見
銭
、

表
4 

権
貨
務
都
茶
場
入
納
分
数

銀

震務場 在務場行江

場務

軽 五通 経 四
ー」

隆ノ、

貫貨 分 分
輿

文銭 年

見
見 軽

2面 銭 1掻
銭↓ 

百首

銭
乾道 | 

曾 分分 _ ， 

中 曾見 年 |
ノ、

正ド 子銭
月

三堕 三堕 三盟
乾道

貫銀; 貫紗 賃銀;

文所 文所 文所 年

見添 見添 見添 七

銭銭 銭銭 銭銭
月

八二 四二

年乾道九 l 分分 並分 分分

経銀 軽銀 軽銀 正 |

月

五

入 月
↓ 納子商 ↓ ↓ 

分銭 分銭 分金

数銀 数銀 数銀
年淳際十

入曾 入曾 入銭

納子 納子 約舎

am宅

註

経
質
と
は
金
・銀

・
関
子
・

公
抽却を
謂
う
。

右
は
、
宋
曾
要
輯
稿
・

食
貨
二
七
際
法

・
隊
輿
二
年
十
月
七
日
係
、
乾
道
二
年
六
月
十
一
日
係
、
同
年
七
月
五
日
詔

(
二
七
1

二
O
葉
)
、
八
年
十

二
月
二
十
九
日
僚
、
九
年
五
月
二
日
係
、
及
び
奈
餓
・
定
資
集
各
三
乞
依
行
在
場
務
優
潤
燃
に
接
る
。

1 2 



建
康
務
場
一
は
瞳
紗
一
枚
嘗
り
五
貫
文
の
逼
貨
銭
を
見
銭
で
納
め
る
外
は
す
べ
て
軽
費
、
鎮
江
務
場
は
す
べ
て
軽
賓
と
さ
机
て
い
た
。
軽
費
は
行

'nv
 

在
務
場
で
は
金
・
銀
・
関
子
が
、
建
康
・
鎮
江
務
場
で
は
金
・
銀
・
関
子
・
公
援
が
、
商
人
の
便
宜
に
従
っ
て
用
い
ら
れ
、
軽
宙
物
色
そ
れ
ぞ

れ
の
分
数
は
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

乾
道
二
年
(
一
二
ハ
六
〉
以
後
の
分
数
則
例
は
、

こ
の
隆
輿
二
年
時
の
則
例
に
修
正
を
加
え
て
出
来
上
っ
た
も
の
で
あ
る
。

先
ず
乾
道
二
年

六
月
十
一
日
の
改
制
は
、
こ
の
新
例
を
擬
定
し
た
戸
部
の
上
言
に
「
旨
を
被
る
に
、
諸
路
よ
り
護
納
す
る
綱
銭
は
二
分
曾
子
・
八
分
見
銭
を
以

て
起
裂
す
と
。
本
部
今
見
行
の
銭
(
紗
〉
引
を
算
請
す
る
の
奮
法
下
項
を
参
酌
し
た
り
」
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
年
六

月
四
日
の
租
賦
官
鎮
の
起
解
分
教
の
改
制
に
相
鷹
じ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
眼
目
は
従
来
規
制
の
な
か
っ
た
見
銭
と
曾
子
と
の
分
敷

を
設
定
し
て
見
銭
牧
入
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
戸
部
の
上
言
に

(
笹
)

行
在
権
貨
務
都
茶
場
算
請
。
依
自
来
指
揮
。
茶
・
盟
・
磐
見
係
六
分
経
費
。
謂
金
銀
開
子
。
四
分
見
銭
。
目
今
多
用
舎
子
。
乳
香
。
八
分

。
(
銭
)

0

軽
賞
。
調
金
・
銀
・
開
子
。
二
分
見
銭
。
目
今
多
用
舎
子
。
至
左
識
闘
少
見
銀
品
搭
支
遣
。
今
欲
。
賂
前
項
合
納
四
分
二
分
見
銭
分
数
。

〔行
在
権
貨
務
・
都
茶
場
の
算
請
は
、
自
来
の
指
揮
に
依
り
、
茶
・
堕
・
懇
は
、
貼
、

六
分
経

-115-

各
以
搭
分
震
率
。

許
用
五
分
見
銭
五
分
曾
子
算
請
。

(
軽
〉
資
(
金
・
銀
・
関
子
を
謂
う
〉
四
分
見
銭
(
目
今
、
多
く
曾
子
を
用
う
)
に
係
わ
り
、
乳
香
は
八
分
軽
資
(
金
・
銀
・
関
子
を
謂
う
)
二
分
見
銭
(
目

今
、
多
く
曾
子
を
用
う
)
と
し
、
左
裁
は
見
銀
(
銭
〉
の
支
遣
に
品
搭
す
る
も
の
を
俳
釦
に
至
る
。
今
欲
す
。
前
項
の
合
さ
に
納
む
べ
き
四
分
二
分
の
見
銭

分
教
を
ば
、
各
々
搭
分
を
以
て
率
と
信
用
し
、
五
分
見
銭
五
分
曾
子
を
用
い
て
算
請
す
る
を
許
さ
ん
。
〕

建
康
権
貨
務
都
茶
場
。
自
来
除
毎
袋
五
貫
文
通
貨
銭
並
納
見
銭
外
一
。
除
以
金
一
銀
公
援
開
子
入
納
。
所
有
合
納
通
貨
見
銭
五
貫
文
。
其
開
多

用
曾
子
。
今
欲
納
一
宇
見
銭
一
宇
禽
子
算
請
。
〔
建
康
権
貨
務

・
都
茶
場
は
1

自
来
、

毎
袋
五
貫
文
の
通
貨
銭
の
並
び
に
見
銭
を
納
む
る
を
除
く
の
外、

あ
ら
ゆ
る

徐
は
金
・
銀
・
公
接
・
関
子
を
以
て
入
納
す
。
所
有
合
さ
に
納
む
べ
き
遁
貨
見
銭
五
貫
文
は
、

其
聞
に
多
く
曾
子
を
用
う
。
今
欲
す
。
一
学
の
見
銭
一
半
の

舎
子
を
納
め
て
算
請
せ
し
め
ん
。
〕
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と
見
え
て
い
る
。
見
銭
分
数
を
禽
子
で
納
め
る
者
が
多
く
な
り
、
そ
こ
で
初
め
て
見
銭
と
禽
子
と
が
匡
則
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
但
し
こ
の
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背
景
に
は
舎
子
の
護
行
を
抑
え
よ
う
と
い
う
政
府
の
意
園
が
あ
っ
た
。
舎
子
の
護
行
を
抑
え
る
に
は
、

よ
り
多
く
の
見
銭
が
必
要
で
あ
る
。
尋

い
で
七
月
五
日
の
詔
に
よ
っ
て
、
貼
納
瞳
銭
毎
袋
三
貫
文
を
見
銭
で
入
納
さ
せ
て
い
る
の
も
、
同
じ
意
固
に
由
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
盤
債
毎

袋
三
貫
文
の
添
増
は
乾
道
元
年
九
月
十
五
日
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

二
年
十
一
月
に
な
る
と
行
在
曾
子
の
回
牧
が
始
ま
る
が
、
務
場
の
入
納
則
例
は
そ
の
ま
ま
存
置
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
新
舎
子
瑳
行
後
最
初

乾
遁
八
年
十
二
月
二
十
九
日
の
戸
部
の
上
言
に

か
な
ら
ず

「
乞
う
ら
く
は
、
行
在
権
貨
務
都
茶
場
に
て
茶
瞳
を
算
請
す
る
も
の
に
、
六
分
の
軽
賓
の
内、

須
管
二
分
の
銀
雨
を
用
い
て
入
〔
納
〕
せ
し
め

よ
。
鎖
江
建
康
務
場
も
此
れ
に
依
り
二
分
の
銀
を
用
い
て
入
納
せ
し
め
よ
。
云
々
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
九
年
正
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と

に
行
な
わ
れ
た
改
制
は
、

軽
費
分
数
の
枠
内
に
銀
雨
の
分
数
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

に
な
っ
た
。
九
年
五
月
二
日
に
な
る
と
、

本
色
銀
の
分
数
が
四
分
に
引
上
げ
ら
れ
る
。
同
じ
く
戸
部
の
上
言
に
「
乞
う
ら
く
は、

行
在
擢
貨
務

都
茶
場
に
て
茶
瞳
を
算
請
す
る
も
の
の
内
、

六
分
の
睡
眠
測
は
、
関
子
三
貫
を
用
う
る
を
許
す
の
外
、
並
び
に
四
分
の
本
色
銀
雨
を
用
い
し
め
、

(
金
)

除
は
除
銀
曾
子
を
用
い
て
便
に
従
っ
て
入
納
す
る
を
聴
せ
。
除
は
並
び
に
見
行
の
篠
法
に
依
ら
ん
。
鎮
江
建
康
務
場
も
此
れ
に
依
れ
」
と
あ
っ

c
o 

て
、
こ
れ
が
裁
可
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
改
制
は
明
ら
か
に
乾
遁
八
年
二
月
の
兵
俸
の
支
遁
分
数
の
改
制
に
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
兵
俸
の
支
遣
に
必
要
な
銀
雨
を
確
保
し
よ

う
と
し
て
先
ず
本
色
銀
二
分
の
分
数
を
設
定
し
た
が
、
そ
れ
で
も
足
り
な
い
こ
と
が
剣
っ
て
四
分
に
引
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
醤
軽
費
分

数
の
中
に
本
色
銀
の
分
数
を
設
定
し
た
理
由
は
他
に
も
在
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
南
宋
政
府
の
通
貨
政
策
は
漸
く
固
ま
り
、
乾

道
九
年
正
月
一
十
九
日
の
詔
で
あ
ら
ゆ
る
官
吏
の
俸
給
を
銭
曾
中
宇
支
遣
と
し
、

租
賦
官
銭
の
聴
納
解
護
も
銭
曾
中
学
制
を
採
り
、
南
街
江
東

州
軍
に
貼
検
禽
子
官
を
波
遁
し
て
曾
子
の
行
用
地
の
嬢
大
を
困
っ

て
い
た
。
上
記
の
改
制
は
、
必
要
な
銀
雨
を
確
保
し
て
そ
の
除
の
軽
費
分
散

は
金
銀
舎
子
従
便
入
納
と
し
、
こ
の
分
散
を
曾
子
の
行
用
地
に
開
放
し
て
そ
の
流
通
を
園
滑
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
九
年
五

月
の
新
例
に
言
う
関
子
の
正
佳
は
明
ら
か
で
な
い
。
和
禰
梅
本
銭
の
降
付
に
見
銭
関
子
を
用
い
る
の
は
乾
道
四
年
五
月
以
降
罷
め
ら
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
閥
子
の
行
使
期
限
三
年
を
加
算
し
て
も
七
年
中
に
は
関
子
は
流
通
界
か
ら
姿
を
消
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
上
記
の
関
子
が
何
慮
で
何



に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、
後
考
に
ま
つ
外
は
な
い
。

隆
輿
二
年
時
の
則
例
に
障
時
修
正
を
加
え
つ
つ
乾
道
九
年
ま
で
こ
れ
を
踏
襲
し
た
後
に
は
、
恐
ら
く
金
・
銀
・
銭
・
曾
子
の
分
敷
値
の
整
理

が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
淳
照
以
降
の
文
献
で
こ
の
分
数
値
を
停
え
た
も
の
は
見
嘗
ら
な
い
。
剣
る
の
は
品
搭
物

色
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宋
曾
要
輯
稿

・
食
貨
=
二
茶
法
雑
録
下
・
紹
隈
元
年

(
一
一
九
O
〉
五
月
十
六
日
僚
に
、
雨
新
江
東
路
州
軍
の
四

貫
例
の
長
短
の
小
引
を
出
寅
す
る
に
嘗
っ
て
、
戸
部
よ
り
「
今
若
し
大
引
見
使
の
金
・
銀
・
舎
子
の
分
数
に
依
り
て
品
搭
し
て
算
請
せ
し
む
れ

ば
、
恐
ら
く
は
小
客
は
以
て
繁
轄
輿
販
し
難
か
ら
ん
」
と
上
言
し
て
い
る
の
や
、
同
書
食
貨
二
八
盟
法
・

嘉
定
五
年
(
一
一
一
一
一

一〉二
月
十
四

日
候
に
「
詔
す
。
行
在
・
建
康
・

鎮
江
の
三
務
場
、
員
州
の
買
紗
司
は
、

三
月
一
日
よ
り
始
め
と
し
、
並
び
に
自
来
の
定
例
に
照
ら
し
て
官
銭

う
ち
行
在
務
場
は
金
・
銀
・
銭
・
曾
・
見
銭
を
用
い
、
建
康
務
場
は
交
・
曾
・
見
銭
を
用
い
、

ぃ
、
員
州
買
紗
司
は
交
・
舎
を
用
う
。
云
々
。
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
支
盟
倉
で
納
め
る
盟
本
銭
や
貼
紗
銭
に
は
租
賦
官
銭
の
轍

帥

納
分
数
が
適
用
さ
れ
て
い
た
。

を
入
納
せ
し
む
。

銀
江
務
場
は
銭

・
曾
を
用

-117ー

最
後
に
三
務
場
で
幾
何
の
禽
子
を
牧
納
で
き
た
か
、
大
ま
か
な
推
計
を
し
て
お
こ
う
。
乾
道
六
年
三
月
立
定
の
三
務
場
の
歳
課
額
は
行
在
八

百
高
貫
、
建
康
一
千
二
百
高
貫
、
銀
江
四
百
高
貫
、
計
二
千
四
百
高
貴
で
あ
る
。
乾
道
九
年
五
月
の
則
例
に
擦
っ
て
考
え
る
と
、
本
色
銀
四
分
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相
嘗
の
銭
額
は
九
百
六
十
寓
貫
、
行
在
務
場
の
二
分
見
鎮
の
穂
額
が
百
六
十
蔦
貫
、
建
康
務
場
の
通
貨
銭
の
一
宇
の
見
銭
は
、
建
康
務
か
ら
出

A
W
凶，hv 

賀
さ
れ
る
准
盟
が
四
十
八
高
袋
で
あ
る
か
ら
百
二
十
省
内
貫
と
な
る
。
以
上
の
合
計
が
一
千
二
百
四
十
寓
貫
で
あ
る
。
准
新
盟
一
一
袋
嘗
り
三
貫
文

A
川
wy

の
見
銭
の
総
額
は
、
乾
道
六
年
度
の
販
買
額
が
准
東
盟
六
十
七
高
二
千
三
百
儀
袋
、
南
漸
盤
二
十
高
二
千
儀
袋
で
あ
る
か

M
、
八
十
七
高
四
千

袋
と
し
て
計
算
す
る
と
二
百
六
十
二
高
二
千
貫
と
な
る
。
残
額
は
九
百
高
貫
ほ
ど
に
な
る
。
文
献
通
考
巻
九
銭
幣

・
禽
子
を
み
る
と
、

紹
興
三

お
も

十
一
年
禽
子
務
を
都
茶
場
の
管
下
に
お
い
た
こ
と
を
記
し
た
一

項
に
、
「
正
さ
に
以
え
ら
く
、
客
放
が
茶
瞳
香
磐
紘
一寸
を
算
請
す
る
も
の
、
歳
に

一
千
世
間
貫
を
以
て
す
れ
ば
、
以
て
陰
か
に
稿
提
を
助
く
べ
し
と
。
濁
り
見
銭
に
侍
み
て
以
て
本
と
篤
す
の
み
に
あ
ら
ず
。
ま
た
全
て
舎
子
に
仰

ぎ
て
以
て
園
用
を
佐
く
る
に
非
ず
」
と
、
編
者
の
意
見
を
附
記
し
て
い
る
。
こ
の
一
千
寓
貫
は
根
擦
の
あ
る
数
字
と
見
て
よ
レ
で
あ
ろ
う
。



314 

'M
R
 

中
牢
の
禽
子
は
六
百
高
貫
と
な
る
。

今
源
流
至
論
綴
集
巻
三
賦
税
に
、
戸
部
千
九
百
寓
貫
、
准
東
総
領
所
二
百
六
首
門
賞
、
准
西
総
領
所
三
百
七
十
八
蔦
貫
、
湖
廉
総
領
所
五
百
七
蔦

戸
部
の
歳
入
上
供
銭
額
は
淳
一
照
二
年
(
一
一
七
五
)
嘗
時
で

一
千
二
百
高
貴
で
あ
る
か
ら
、

林
鯛
の
古

嘉
定
十
年

(
二

一
一
七
)
時
の
統
計
の
よ
う
で
あ
る
が

か
り
に
こ
れ
を
援
用
す
れ
ば

貫
と
諸
路
常
賦
歳
入
絹
銭
の
配
分
を
記
す
の
は
、

総
領
所
で
五
百
徐
蔦
貫
、
准
東
准
西
南
総
領
所
で
は
二
百
八
十
除
蔦
貫
の
禽
子
が
牧
納
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
務
場
課
利
と
諸
路
常
賦
と
を
合

せ
て
年
聞
に
二
千
数
百
高
買
の
舎
子
が
牧
納
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

牧
支
雨
分
数
の
関
係

牧
支
雨
面
の
品
搭
分
数
は
、
無
論
牧
支
の
均
衡
を
壊
さ
ぬ
よ
う
に
調
整
さ
れ
て
い
た
。
曾
子
の
使
用
量
が
増
え
る
と
牧
納
分
数
が
引
上
げ
ら

れ
、
逆
に
禽
子
の
支
出
が
抑
え
ら
れ
る
と
牧
納
分
数
が
引
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
現
れ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
禽
子
夜
行
の
初
め
か
ら
完

-118-

全
な
牧
支
計
董
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
紙
幣
の
牧
支
管
理
法
は
、
現
賓
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
紙
幣
を
瑳
行
し
経
験
を
重
ね
る
う
ち
に
、

次
第
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
乾
道
八
年
二
月
の
諸
軍
俸
支
遁
分
数
の
改
訂
に
腹
じ
て
行
な
わ
れ
た
牧
納
分
数
改
制
の
作
業
は、

南
宋
政
府
の
こ
の
経
験
の

一
っ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

{
木
曾
要
輯
稿

・
食
貨
五

一
度
支
庫
・
乾
道
八
年
二
月
一
日
僚
に
よ
る
と
、

ょ

「
戸
部
向
書
曾
懐

・
侍
郎
沈
復
言
う
。
指
揮
に
准
る
に
、
毎
月
の

就
労
食
は
銭
銀
を
増
支
し
舎
子
を
減
落
せ
よ
と
。
今
下
項
を
具
す
。
云
々
」
と
あ
り
、
兵
俸
の
銭
銀
分
数
を
増
添
せ
よ
と
い
う
朝
廷
の
指
揮
を
承

け
た
戸
部
が
五
項
の
措
置
を
擬
定
し
て
今
後
の
方
針
を
上
言
し
裁
可
を
得
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
五
項
の
措
置
と
上
言
の
主
旨
は
下
記
の

如
く
で
あ
る
。

A
A匂

〔
江
出
町
路
諸
州
軍
が
起
設
す
べ
き
折
南
銭
弁
び
に
寛
剰
折
吊
・
折
南
一
原
子
銭
は
、
今
年
の
受
納
の
日
か
ら
九
分
見
銭

・
一
分
曾
子

)
 

司
自
ム(
 を

以
て
解
設
さ
せ
、

E
つ
折
閉
鎖
は
紬
・
絹

・
紙

・
綿
四
色
そ
れ
ぞ
れ
折
銭
分
数
二
分
を
増
し
、
合
せ
て
見
銭

一
百
七
高
六
百
除
買
を

増
牧
す
る
。
向
こ
れ
ま
で
折
吊
銭
二
十
六
寓
除
貫
を
割
い
て
き
た
外
路
の
支
費
に
は
、
諸
州
よ
り
行
在
に
起
獲
さ
れ
る
経
線
制
由
来
名
の



同
額
の
曾
子
を
充
て
る
こ
と
に
す
る
。

ω
臨
安
府
が
起
渡
す
べ
き
折
吊
銭
は
、
今
年
の
受
納
の
日
よ
り
三
分
の
一
・
を
見
鏡
、
二
を
禽
子
で
解
瑳
さ
せ
、
見
銭
二
十
寓
徐
貫
を
増

牧
す
る
。
左
蘇
西
庫
で
受
納
し
て
い
る
雑
納
銭
官
告
綾
紙
等
の
銭
は
、
四
月
以
降
全
額
見
銭
迭
納
と
改
め
、
一
百
高
齢
貫
を
得
る
。

ω
諸
軍
品
夕
食
鎮
の
支
費
と
し
て
、
行
在
務
場
よ
り
左
臓
西
庫
へ
配
輿
さ
れ
て
い
る
毎
月
三
十
寓
貫
の
課
利
に
、
十
月
以
降
、
本
色
銀
二

分
を
口
問
搭
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
年
聞
に
二
十
一
寓
徐
雨
の
銀
を
得
る
。

川
刊
銭
・
銀
の
吏
遣
分
数
は
、
従
来
よ
り
増
減
が
あ
っ
て
一
定
し
て
い
な
い
。
将
来
若
し
銭
多
く
銀
が
乏
し
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
見
銭
分

教
を
増
し
て
支
遣
す
る
こ
と
に
す
る
。

Fhυ 

己
に
指
揮
を
承
け
て
銀
雨
の
分
数
を
増
し
て
支
遣
し
た
結
果
、
市
中
に
は
銀
雨
多
く
債
格
も
従
っ
て
低
卒
で
あ
る
。
本
部
は
以
前
に

も
銀
雨
が
不
足
し
て
和
買
場
を
置
き
民
間
よ
り
牧
買
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
終
来
若
し
銀
雨
が
闘
乏
し
た
ら
、
綱
運
銭
舎
や
酒
庫
よ
り

起
瑳
さ
れ
た
銭
舎
を
も
っ
て
、
そ
の
都
度
牧
買
し
て
支
給
す
る
こ
と
に
す
る
。

-119ー

今
回
、
毎
月
四
十
高
貫
の
禽
子
の
支
遣
を
滅
じ
、
年
聞
に
四
百
八
十
寓
除
貫
の
銭
・
銀
を
靖
支
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
見
鎮

の
増
支
額
は
一
百
八
十
高
貴
で
あ
る
が
、
二
月
分
の
支
遣
寅
績
か
ら
す
る
と
質
増
額
は
一
百
五
十
六
高
齢
貫
に
と
ど
ま
り
、
上
記

ωω
項

ぺ
守
司

'
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の
措
置
に
よ
っ
て
見
銭
一
百
四
十
七
寓
除
貫
を
得
る
か
ら
、
寅
際
の
不
足
額
は
九
蔦
徐
貫
で
あ
る
。
銀
雨
の
増
支
は
年
間
九
十
六
蔦
徐
雨

と
な
り
、
歳
計
の
剰
数
四
十
二
蔦
徐
南
と

ω項
の
措
置
に
よ
る
増
牧
を
合
せ
て
も
倫
三
十
三
高
徐
雨
が
不
足
す
る
が
、
綱
運
そ
の
他
に
よ

っ
て
戸
部
に
牧
納
し
た
舎
子
に
、
経
常
支
用
の
外
に
一
百
八
十
寓
徐
貫
の
徐
剰
が
出
て
銀
五
十
寓
蝕
南
を
牧
買
で
き
る
の
で
、
こ
れ
で
補

な
う
こ
と
に
す
る
。

315 

制
項
に
「
巳
に
指
揮
を
承
け
て
、
云
々
」
と
い
う
の
は
、
周
必
大
の
乾
道
八
年
二
月
三
日
の
奏
に
「
陛
下
は
幣
券
が
大
だ
軽
き
を
以
て
日
夜

之
れ
を
憂
い
、
一
旦
、
内
よ
り
積
錘
を
出
す
に
百
蔦
計
を
以
て
し
、
之
れ
を
権
す
る
の
術
を
帰
す
。
旬
日
来
、

軍
民
既
に
貧
恵
を
被
り
、
健
呼

帥

の
聾
行
都
に
偏
ね
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
内
臓
の
蓄
財
を
出
し
て
兵
俸
に
鐘
銀
を
増
支
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
右
の
措
置
は
、
先
ず
兵
俸
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の
銭
銀
支
遣
分
教
を
定
め
て
、
必
要
な
鏡
銀
を
調
達
す
ベ
く
牧
納
分
数
に
調
節
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
篠
奏
に
従
っ
て
先
ず
貫
施
さ
れ
た
の
が
、
折
吊
銭
の
起
解
分
数
の
改
訂
で
あ
る
。
慶
元
俊
法
事
類
巻
三
O
財
用
門

・
銭
舎
中
宇

・
随
数

申
明
・
廠
庫
に
「
乾
道
八
年
三
月
十
三
日
の
三
省
極
密
院
の
剖
子
。

戸
部
よ
り
奏
し
て
乞
う
『
屯
軍
に
係
わ
ら
ざ
る
鹿
よ
り
折
自
巾
銭
を
起
裂
す

る
に
は
、
九
分
見
銭
一
分
曾
子
と
し
、
其
の
畢
(
軍
)
馬
を
屯
駐
す
る
の
慮
は
、
銭
舎
中
宇
を
以
て
交
牧
し
、
ま
た
中
牢
を
以
て
省
部
に
護
納

せ
し
め
ん
。
庶
わ
く
ば
舎
子
が
流
轄
す
る
を
得
て
、
軍
人
(人
〉
が
折
関
す
る
を
致
さ
ざ
ら
ん
』
と
。
聖
旨
を
奉
ず
る
に
『
依
れ
』
と
」
と
あ

る
。
一
見
し
て

ωω
項
の
篠
萱
を
具
鐙
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

尋
い
で
行
な
わ
れ
た
の
が
務
場
入
納
分
数
の
改
訂
で

あ
る
。

ω項
の
措
置
で
、
行
在
務
場
よ
り
戸
部
へ
配
輿
さ
れ
る
月
額
三
十
寓
貫
の
課
利
に
、
二
年
十
月
以
降
は
本
色
銀
二
分
を
品
搭
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
三
年
正
月
一
日
以
降
務
場
の
入
納
に
本
色
銀
二
分
を
要
求
し
た
の
は
、
こ
れ
を
具
態
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
戸
部
の

措
置
で
は
銀
両
は
な
お
三
十
三
高
除
雨
が
不
足
し
、
そ
の
不
足
額
は
戸
部
の
徐
剰
曾
子
百
八
十
蔦
貫
で
民
間
よ
り
牧
買
す
る
計
重
で
あ
っ
た
。

-120ー

こ
の
計
重
が
寅
行
で
き
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ぬ
。
九
年
五
月
に
更
に
本
色
銀
の
分
数
二
分
を
増
搭
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
銀
問
の
不
足
を
補

な
う
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

お

わ

り

乾
道
四
年
五
月
に
不
換
券
を
霊
行
し
て
の
ち
、
南
宋
政
府
が
曾
子
の
流
通
朕
況
を
注
意
深
く
見
守
り
つ
つ
財
政
の
牧
支
南
面
に
お
け
る
品
搭

分
数
に
調
節
を
加
え
、
地
域
的
階
層
的
に
、
徐
々
に
曾
子
の
流
通
園
を
抜
大
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

d
Jマ

ん
凶
mv

七
二
)
に
係
る
知
撫
州
粂
江
西
提
事
責
震
の
申
肢
に
、

南
宋
末
威
淳
八
年
三

二

「緒
幣
の
行
な
わ
る
る
や
、

朝
廷
の
法
に
て
は
、
其
の
他
の
入
納
は
断
断
乎
と
し
て
皆

遣
う
べ
か
ら
ざ
る
も
、
濁
り
民
聞
が
白
か
ら
行
な
う
交
易
の
一
項
の
み
は
、
之
れ
に
人
情
を
参
じ
、
云
ん
ご
と
見
え
、
ま
た
知
寧
園
府
杜
範
の

‘
凸
叫
，

ん
凶
い

淳
一
府
八
年
(
一
二
四
八
〉
の
上
奏
の
一
節
に
「
且
つ
銅
・
格
並
び
行
な
わ
る
る
こ
と
、
其
の
来
た
る
や
巳
に
久
し
。

朝
廷
の
給
賜
、
州
燃
の
上

供
、
民
聞
の
入
納
、
並
び
に
半
銭
牢
緒
を
用
う
。
是
れ
固
よ
り
不
易
の
法
な
り
」
と
見
え
る
が
、
行
在
曾
子
の
品
搭
制
度
は
護
行
五
年
後
の
乾



道
九
年
に
至
っ
て
略
々
整
え
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

紙
幣
を
流
通
さ
せ
る
に
つ
い
て
品
搭
制
度
が
果
す
役
割
は

四
川
交
子
(
銭
引
〉
の
経
験
に
よ
っ
て
多
く
の
人
に
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

紹
興
六
年
(
一
二
三
ハ
)
行
在
交
子
の
護
行
が
企
て
ら
れ
た
と
き
、
こ
れ
に
寄
せ
ら
れ
た
批
判
の
中
に
、
既
に
「
或
い
は
民
聞
に
行
な

A
n
v
 

ん
凶
山
、

い
て
而
も
之
れ
を
官
庫
に
納
む
る
を
許
さ
ず
、
或
い
は
諸
路
に
行
な
い
て
而
も
之
れ
を
上
供
に
充
つ
る
を
許
さ
ぬ
」
な
ど
の
こ
と
が
あ
れ
ば
紙

し
か
し
な
が
ら
園
土
の
中
極
部
で
紙
幣
を
用
い
る
に
は
溢
境
の
四
川
と
は
比
較

れ
る
。

幣
は
流
通
し
な
い
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
意
見
が
見
え
て
い
る
。

に
な
ら
ぬ
重
匪
が
加
わ
る
。

紙
品
少
を
受
納
す
れ
ば
危
急
時
の
園
庫
の
財
も
や
は
り
紙
券
と
な

紙
且
少
を
使
え
ば
紙
且
?
を
受
納
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

る
。
こ
れ
が
長
く
政
府
首
脳
を
迷
わ
せ
た
原
因
で
あ
る
。

舎
子
の
額
面
の
債
格
が
品
搭
制
度
に
よ
っ
て
保
註
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
流
通
の
径
路
は
白
か
ら
限
ら
れ
る
。
官
吏
将
兵
の
給
興

や
軍
糧
の
和
懇
を
通
じ
て
民
間
市
場
に
放
出
さ
れ
た
も
の
が
租
税
の
徴
牧
や
茶
盟
の
専
買
を
逼
じ
て
再
び
園
庫
に
回
牧
さ
れ
、
こ
の
回
流
径
路

-121ー

に
沿
っ
て
民
間
で
使
用
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
辛
棄
疾
の

「淳
照
乙
未
(
二
年
・

二

七
五
)
登
封
割
子
」
に
「
今
い
わ
ゆ
る
舎
子
を
行
使

す
る
の
地
は
、
大
軍
の
屯
駐
す
る
所
と
畿
旬
の
内
の
数
郡
と
に
過
ぎ
ず
。
村
銀
郷
落
な
ど
梢
々
城
郭
に
遠
き
慮
は
己
に
行
使
せ
ず
。
其
の
他
の

同

僻
遠
の
州
郡
ま
た
知
る
べ
し
」
と
い
う
の
は
、
舎
子
の
流
通
が
漸
く
緒
に
就
い
た
時
期
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
よ
く
流
通

形
態
の
特
徴
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
次
の
機
舎
に
詳
し
く
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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註ω
拙
稿
「
南
宋
行
在
曾
子
の
設
展
」
上
・
下
、
東
洋
撃
報
四
九
|一

・

二
、
一
九
六
六
年
、
を
参
照
。

ω
彰
勉
年
・
止
堂
集
巻
一
論
雷
雲
之
異
篤
陰
陽
之
誼
疏
ハ
紹
照
二
年
・
一

一
九
一
・
一
一
月
)
を
見
よ
。

ω
冊
府
元
亀
巻
一
五
五
帝
王
部
督
吏
門
に
記
す
前
漢
武
帝
時
の
沈
ム
叩
法
へ

の
註
記
を
見
よ
。
宋
禽
要
輯
稿
・
食
貨
二
七
堕
法
・
隆
輿
元
年
正
月
十
九

日
僚
に
は
「
如
一
州
有
管
醸
場
四
慮
。
各
巳
立
定
多
寡
之
額
。
分
篤
甲
乙

丙
丁
四
等
。
毎
週
客
放
支
盤
。
随
其
分
数
。
謂
之
品
搭
支
援
」
と
見
え

ヲ
匂
。

ω
本
稿
は
も
と
註

ω拙
稿
の
績
篤
と
し
て

「
南
宋
乾
道
淳
照
年
閲
に
お
け

る
東
南
茶
監
の
専
賓
と
紙
幣
の
流
通
」
と
題
し
て
書
い
た
も
の
で
、
同
じ

表
題
で
一
九
六
六
年
の
或
る
皐
舎
で
褒
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
は
こ
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の
醤
稿
の
前
中
十
で
あ
る
。
な
お
品
搭
制
度
の
意
義
は
、
別
に
拙
稿
「
南
宋

時
代
准
南
路
の
通
貨
問
題
」
東
洋
製
報
四
四
|
四
、
一
九
六
二
年
、
に
お

い
て
准
南
交
子
に
就
い
て
論
じ
て
い
る
。
併
照
を
乞
う
。

同
棲
舗
の
攻
娩
集
記
官
八
五
先
兄
巌
州
(
諺
錫
)
行
紋
に
「
任
滞
。
主
管
都

茶
場
合
子
庫
。
閥
陸
右
従
政
郎
。
上
方
留
意
緒
幣
。
兄
服
動
其
中
。
繊
悉

明
備
。
凡
事
皆
立
成
規
。
吏
不
得
格
手
。
日
造
湾
紙
無
不
精
好
。
一

日
謁

丞
相
官
公
。
有
同
僚
カ
言
省
罷
之
使
。
兄
立
其
後
具
開
之
。
僚
顧
見
兄
。

鍛
踏
而
退
。
兄
亦
不
之
録
。
果
罷
。
己
叉
進
謁
。
白
相
君
日
。
園
家
頼

緒
幣
以
資
用
度
。
今
罷
巳
。
何
敢
復
言
。
然
度
必
復
予
後
。
吏
曹
失
業
。

散
之
四
方
。
他
日
恐
難
逮
集
。
況
作
偶
者
。
他
皆
可
食
。
惟
賞
百
例
不

能
飢
員
。
故
多
敗
。
此
曹
無
酬
。
若
冒
篤
之
。
智
者
不
察
也
。
願
揮
可
用

者
。
分
隷
官
司
。
出
悦
得
以
自
活
。
丞
相
目
。
子
不
謀
身
而
遠
慮
及
此
。
卸

白
子
上
。
如
兄
言
」
と
見
え
る
。
曾
丞
相
と
は
曾
懐
を
指
す
。
曾
懐
の
丞

相
就
任
期
聞
は
乾
道
九
年
十
月
か
ら
淳
照
元
年
十

一
月
ま
で
で
あ
る
。
右

は
後
年
の
官
職
を
以
て
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

川W

宋
舎
要
緯
稿
・
食
貨
五
一
度
支
庫

・
同
日
傑
。

例
同
書
・
瑞
異
二
火
災

・
同
日
僚
。

例
皇
宋
中
興
聖
政
巻
五
三
同
日
候
。

川
何
本
稿
と
目
的
は
異
に
す
る
が
、
こ
の
問
題
は
加
藤
繁

「南
宋
時
代
に
於

け
る
銀
の
流
通
並
に
銀
と
舎
子
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
(
一
九
四
四
年
)

の
第
五
項
「
俸
疎
と
銀
」
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
同
町
々
史
料
も
揃
っ
て
い

て
筆
者
が
新
に
附
け
加
え
た
と
こ
ろ
は
多
く
は
な
い
。
『
支
那
経
済
史
考

詮
』
下
巻
、
東
洋
文
庫
、
一
九
五
三
年
、
二
二
二
|
一
三
四
頁
参
照
。

M
W

原
文
は
「
奏
乞
公
稽
易
見
繕
付
本
軍
」
と
あ
る
。
公
務
の
二
{
子
は
街
字

で
あ
ろ
う
。

叫

註

ω拙
稿
下
、
三
九
|
四
二
頁
参
照
。

但
し
「
時
曾
子
初
行
」
の
一
句

の
解
緯
は
本
稿
の
如
く
改
め
る
。

同
註
附
加
藤
論
文
で
は
三
街
の
下
級
将
校
と
記
す
が
従
い
難
い
。

後
述
参

照
O

M
W

宋
舎
要
輯
稿
・
職
官
五
七
俸
椋
雑
録

・
紹
興
三
年
九
月
十
九
日
僚
、
乾

道
九
年
六
月
十
二
日
係
、
同
書
・
兵
二
四
馬
政
・
紹
興
二
十
八
年
七
月
二

十
八
日
僚
を
参
照
。

同

朝
野
類
要
各
三
入
仕

「
錦
附
等
」
に
、
「
蹄
正
、

謂
元
係
本
朝
州
軍
人
、

因
陥
蕃
後
来
腸
本
朝
」
と
あ
る
。

帥

宋

史

巻
一

九
四
兵
志
・

康
給
之
制
、
紹
興
十
三
年
係
、

建
炎
以
来
繋
年

要
録
巻
一
四
九
同
年
六
月
壬
辰
七
日
候
。

帥

例

え

ば
呉
泳

・
鶴
林
集
巻
一
五
進
御
故
質

「乾
淳
講
論
舎
子
五
事
」
に

「
(
淳
照
)
六
年
輔
臣
進
呈
。
樺
戸
部
侍
郎
陳
幌
言
。
契
勘
毎
月
大
軍
支
遺

曾
子
。
昨
縁
折
闘
。
以
見
銭
銀
雨
抵
換
。
云
々
」
と
見
え
る
。
銭

・
銀
の

分
数
に
相
互
に
融
通
楢
滅
が
あ
っ
た
こ
と
は
本
稿
三
節
所
引
史
料
を
参

昭
…。

肋

建

炎
以
来
繋
年
要
録
巻
一

O
一
紹
興
六
年
五
月
乙
酉
十
八
日
僚
附
記
四

月
辛
丑
降
旨
参
照
。

同

周

藤

士ロ
之

「南
宋
末
の
公
回
法
」
(『中
園
土
地
制
度
史
研
究
』
一

九
五

四
年
、
東
京
大
皐
出
版
舎
、
五
五

0
・
五
五
七
頁
)
を
参
照。

同

宋
史
巻
三
四
孝
宗
紀
参
照
。

帥
奈
俄
は
乾
道
二
年
の
進
士
で
(
本
集
解
題
)
、
淳
熊
十
年
七
月
に
准
西
線

領
に
到
任
、
同
年
十
一
月
に
湖
底
風
総
領
に
穂
じ
て
い
る
(景
定
建
康
志
巻

二
六
官
守
士
山
)
。
こ
の
援
民
四
事
劉
子
は
和
羅
の
外
に
造
甲
、
沙
回
の
根

括
起
租
、
郷
民
の
激
闘
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
南
宋
で
沙
回
の
根
括
起
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租
が
行
な
わ
れ
る
の
は
紹
興
末
と
乾
道
六
年
二
月
で
あ
る
。
劉
子
の
沙
回

の
議
論
は
一
節
に
ご
昨
朝
廷
委
官
根
括
憲
行
起
租
」
と
見
え
、
そ
の
内

容
は
宋
禽
要
輯
稿
・
食
貨
六
三
耐
震
回
雑
録
・
乾
道
八
年
七
月
七
日
僚
と
一

致
す
る
。
ま
た
宋
史
全
文
繍
資
治
一
週
鑑
巻
二
五
乾
道
九
年
六
月
己
巳
僚
の

匡
僚
の
上
言
に
は
、
近
年
の
州
郡
凋
弊
の
因
十
一
事
と
し
て
「
指
債
和
羅

米
之
備
償
、
打
造
歳
計
之
餓
甲
、
鋤
買
非
泥
之
寧
器
、
教
関
民
兵
保
甲
之

支
費
」
が
摩
げ
ら
れ
る
。

ω
威
淳
臨
安
中
山
容
九
造
曾
紙
局
を
参
照
。

同
宋
舎
要
輯
稿
・
選
翠
二
翠
賢
良
方
正
能
直
言
極
諌
等
科
・
乾
道
七
年

十
一
月
四
日
候
。

帥

同

書

・
食
貨
四
四
漕
運

・
同
年
月
日
係
。

帥
同
書
・
食
貨
四
五
綱
運
令
格
・
同
年
月
日
数
。

同
何
度
元
係
法
事
類
各
三

O
財
用
門
・
銭
舎
中
宇
・
同
年
月
日
数
。

帥
前
註
に
同
じ
。

帥

註

M
W
に
同
じ
。

凶
註
帥
に
同
じ
。

帥
慶
元
篠
法
事
類
巻
三

O
財
用
門
・
銭
禽
中
山
守
・
同
自
殺
。

倒
税
租
紗
に
就
い
て
は
周
藤
吉
之
「
宋
代
に
お
け
る
税
租
妙
」
(『宋
代
史

研
究
』
一
九
六
九
年
、
東
洋
文
庫
、
所
枚
〉
を
参
照
。

帥
拙
稿
「
南
宋
時
代
准
南
路
の
遁
貨
問
題
」
(
東
洋
皐
報
四
四
l
四
、
四

五
頁
)
参
照
。
鍛
銭
が
普
及
し
た
淳
熊
七
年
(
一
一
八

O
)
に
は
内
務
庫

へ
の
綱
運
は
銀
舎
中
牢
と
改
め
ら
れ
る
。
向
上
五

O
頁
参
照
。

制
度
元
係
法
事
類
各
三

O
財
用
門
・
銭
舎
中
学
。

帥
拙
稿
「
南
宋
時
代
の
准
掘
削
堕
妙
法
」
史
淵
八
六
韓
、

細
か
い
黙
で
誤
り
が
あ
る
。
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一
九
六
一
年
、
は

帥
茶
引
は
都
茶
場
の
外
に
、
那
州
・
蜜
陽
府

・
隆
輿
府
・
江
州

・
撫
州
等

で
賓
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
問
題
は
次
の
機
曾
に
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

伺
茶
法
に
就
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

倒
木
稿
と
目
的
は
異
に
す
る
が
、
こ
の
問
題
は
註
附
加
藤
論
文
で
も
論
.
せ

ら
れ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
乳
香
の
入
納
分
数
は
後
引
の
史
料

を
参
照
。

制
隆
輿
二
年
の
記
事
で
は
「
〈
経
費
〉
係
金

・
銀
・
曾
子
之
類
」
と
記
す

が
、
舎
子
は
関
子
の
誤
り
で
あ
る
。
加
藤
論
文
は
こ
れ
を
原
文
の
ま
ま
に

信
じ
て
別
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。

同
宋
曾
要
輯
稿

・
食
貨
二
八
康
法
・
紹
照
三
年
(
一
一
九
一
一
〉

閏
二
月
二

十
九
日
僚
に
「
己
降
指
揮
。
令
准
東
提
盛
司
。
絡
客
人
合
納
堕
本
等
銭
。

援
用
四
分
曾
子
六
分
見
銭
。
侯
舎
子
流
遁
目
。
却
用
銭
串
間
中
半
入
納
」
と

あ
り
、
賓
慶
四
明
志
各
六
銭
賦
・
醗
課
に
「
貼
納
銭
毎
袋
六
貫
三
百
六
十

文
二
分
。
銭
曾
各
学
」
と
あ
る
を
参
照
。

な
お
准
東
の
特
例
は
註
帥
拙
稿

参
照
。

帥
註
帥
拙
稿
五
七
頁
参
照
。

帥

宋
曾
要
輯
稿
・
食
貨
二
七
堕
法
・
乾
道
七
年
六
月
十
七
日
僚
参
照
。

帥
皇
宋
中
興
翠
政
各
五
四
淳
照
二
年
夏
四
月
壬
子
朔
僚
、
註
帥
所
引
鶴
林

集
を
参
照
。

帥
原
文
に
は
路
名
を
依
く
。
宋
舎
要
輯
稿

・
食
貨
六
四
上
供

・
乾
道
八
年

八
月
四
日
僚
を
参
照
。

帥

こ

の

数
字
は

ωω
項
合
計
と
は
異
な
る
。
恐
ら
く
雑
納
綾
紙
銭
か
ら
原

債
(
工
銭
及
び
材
料
費
〉
が
差
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

帥
周
盆
園
文
忠
公
集
・
奏
議
巻
三
重
扶
殿
封
一
首
。

帥
慈
渓
賀
氏
自
抄
分
類
品
位
七
六
・
申
蓬
弁
戸
部
裁
機
妄
訴
獄
。
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納品。

社
清
献
公
集
巻
八
便
民
五
事
奏
劉
。

建
炎
以
来
繋
年
要
録
各
一

O
一
紹
興
六
年
五
月
乙
酉
十
八
日
篠
附
記
三

月
美
巳
降
旨
。

帥
稼
軒
集
紗
存
巻
二
所
牧
参
照
。
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transformed into coercion. Therefore, the lahor of this substitute culti-

vatidn became･ ａ kind of compulsory labor services. The substitute work

too was obtained essentiallythrough force｡

　　　

The central government relied upon conditions of social interdepen･

dence which actually already existed within the j＆zin causing the Z加＆z・

to assume such a function. At the heart of the linhao(ｉｎ other words･，

within the regional society), there was just such ａ strong ･economic and

social association and mutual interdependence　for survival growing from

the -bonds of blood relationships. Under the pretext of reprimanding

the local society for the occurence of an abandoned household, the state

assumed the already existing custom of mutual assistance practiced by

peasants｡

　　　

What is commonly called the abuse of tantac in the Z加bao is merely

the result of regional ｏ伍cialshaving made this an unlawful activity.

THE PINDA品搭OF INCOME AND EXPENDITURES

IN ＨＵＩＺＩ會子INTHE SOUTHERN SONG ECONOMY

　　　　　　　　　　　　　　　　

KUSANO Yasushi

　　

Thｅ　ｘｉｎｇｚａｉｈ仇i行在會子of the Southern Song government were

changed into non-convertible coupons in the fourth year of the Qiandao

乾道period (1168).　These non-convertib!ｅ coupons could yet better

preserve their face value and circulate in the markets because the central

and provincial governmental agencies had accepted these hｕiｚi at their

face value, just as they would have accepted xiαnqian見銭. When the

government issued the ｈｕiｚi,　＼testablished the precedent regulating the

rate of usable huizi in each item of the income and the ｅχpenditures

paid in ･xianqian at the government treasuries. Following this precedent.

the ｈｕiｚiwas used together with copper coins and silver taels.

　　

Ｐ飢ｄａ　Ｔefersto the using of various kinds of money according to a

rate.

　

In this ｅχpression,夕加品indicates rate, while jα搭indicates the

process of lumping together.　The principal items of expenditure were

officials'salaries･ military ｏ伍cers' salaries, and military provisions. The

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－4－



items of income included all tａχpayments made in cash, sueVv　ａｓ　ｚｈｅｂｏ-

ｑtａｎ折帛銭ａｎｄｊｉｎｇｚｏｎｇｚhiｑｉａｎ経總制銭,as well as proceeds from the

monopoly of tea and salt. The supervisor in charge of the finance

watched over the circulation of the 　ｈｕiｚiand added adjustments to the

ｐｉｎｄａ　ｒａtesof both income and ｅχpenditures｡

　　

Up until the ninth year of the Qiandao period (1173), the govern-

ment roughly built up this system of income and ｅχpenditures. Thus,

the ｈｕiｚｉenlarged its range of circulation, centering itself around the

ｘｉｎｇｚａｔand the areas stationing large troops, and secondarily ｅχtending

into the surrounding regions.

THE VIZIRATE DURING THE LATTER HALF

　　

OF THE FATIMID DYNASTY IN EGYPT

Uhara Takashi

　　

This essay investigates the actual conditions　of the vizirate during

the latter half of the Fatimid dynasty and systematically comprehends its

character in an attempt to consider its historical significance.

　　

When one traces the transition of the latter vizirate, the following

points are ｃｏｎ丘rmed：丘rst,that all the viziers had come from the military

class； secondly, that in most cases they had had direct or indirect recourse

to military force in establishing their accession ； and thirdly, that the

entire climate of the political process during the latter period mostly

evolved around the vizier.

　　

Speaking from an institutional perspective, the vizier controlled the

highest authorities of the army, the administrative organization and the

organization for religious　ａ任airs. The vizier was the actual controller

of the state. Their supreme position is also verifiable from other aspects,

including their exceptional remuneration, supervision of the mazalim,

high status in ritual ceremonies, hereditary political position, and title

of malik.

　　

The latter viziers who possessed such ａ great jurisdiction, occupying

such ａ supreme position, threatened the supreme spiritual authority of
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